
ISSN 2424-0028 
 

 

 
 

北海道社会福祉研究 
第 45 号 

 
〈論文〉  

 

療育・発達支援の「展開／転回」をめぐる言説とその問題性について 

 

志田 圭将・・・1 
 

 

エイブリズム論とネオリベラリズム批判 −イギリスの経験から 

 

志田 圭将・・・14 

 
ケガレ論をもとにしたひきこもり現象の解釈 

 

牧田 俊樹・・・26 
 

 

社会的養護下の子どもへの リービングケアとアフターケアの課題と展望 

：アフターケア事業所へのインタビュー調査からの示唆 

 

片山 寛信・田村 志帆・・・39 

 
 

編集規程・投稿規程・執筆要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025年 3 月 

日本社会福祉学会北海道地域ブロック

北海道社会福祉学会 



【論文】 

療育・発達支援の「展開／転回」をめぐる言説と 

その問題性について 

Reevaluating the “evolution”: a critical analysis of discourses on developmental 
support for children with disabilities 

志田 圭将（北星学園大学大学院 社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程） 

要旨 

 本研究の目的は，療育 ・発達支援の 「展開／転回」に関する言説の内実とその問題性を明らかにす

ることである．とくに障害児通所支援をめぐる動向を対象に，全国児童発達支援協議会の言説に着

目し，その問題性について発達論における個体能力論批判を参照して検討している．「医学モデルか

ら生活モデルへ」の 「展開／転回」を主張する言説の分析を通じ，子どもの障害問題をめぐるフォー

カスを障害から生活へと移行させることで障害問題の個人的把握から関係的・社会的把握への言説

の「展開／転回」が促された一方，そこで個体能力論に基づく発達概念が参照されたことにより新

たな支援枠組みにおいても障害問題の個人的把握の傾向が実質的に維持 ・強化されたことを示した．

支援者である専門家には自らの介入が個人モデルを免れないことへの反省的認識が求められる一方，

同時に「当事者」とは異なるその立場でこそ担いうる現代的役割がありうることを指摘した． 

キーワード：障害児通所支援，生活モデルの発達支援，個人モデル，個体能力論

1. はじめに

 本稿の目的は，障害児支援における療育・発達支

援の「展開／転回」に関する言説の内実とその問題

性を明らかにすることである 1)．とくに障害児通所

支援をめぐる動向を対象に，全国児童発達支援協議

会の言説に着目し，その問題性について発達論にお

ける個体能力論批判を参照して検討する．

 障害をめぐる問題については，学術的にも社会的

にも個人的把握から関係的・社会的把握へと呼ぶべ

き展開が見られてきた．すなわち，障害問題は従来，

医学的な観点から個人の「損傷（impairment）」に

起因するものとして医学的介入の対象とされたり，

その境遇が個人的悲劇（personal tragedy）とみな

されることで慈善の対象とされたりしてきた（医学

モデル・個人モデル）．このような支配的パラダイム

に対して，ソーシャルワークや障害学の分野からは

障害問題の関係的・社会的把握と呼ぶべき新たな概

念が提起されてきた．それは，障害 （impairment）
を生活上の困難に関わるさまざまな要素の一つにす

ぎないものと位置づけることで，障害問題の関係的

把握を推し進めるものであったり （生活モデル），障

害 （disability）問題の社会構築性を指摘し，構造的

不利を生じさせている社会環境の修正を求めるもの

であったりした （社会モデル）．こうした関係的 ・社

会的把握の観点は現在，一定の社会的合意を得てい

る．さまざまな援助の場面において個人の生活に関

わるさまざまな要素への「一体的支援」が求められ

ていることや，バリアフリーや合理的配慮の制度化

といった事実はその証左といえよう．

 障害児支援における療育・発達支援の領域におい

ても，基本的には上記と同様の言説の展開，いわば
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転回がみられる．戦前に「肢体不自由児に対する治

療・教育」として創出された療育概念は，以降，そ

の対象とアプローチを拡大し，障害種別を問わず，

かつ育児支援・家族支援や地域改革等を含む総合的

な発達保障・促進のアプローチとして展開してきた

（小川2002）．今日，療育という言葉は発達支援と

も言い換えられ，本人への介入のみならず，家族や

地域をも対象に含む一体的介入を志向するものとし

て定式化されている．一連の言説展開のなかでは，

子どもの障害をめぐる問題をひろく生活に関わるさ

まざまな要素との関係のなかで捉えようとする関係

的視点や，障害があっても当たり前に地域で生活す

るための社会環境のあり方を問うものとしての社会

的把握の視点が提起されてきた．

 だが，こうした「展開／転回」にもかかわらず，

従来の医学・個人モデルと重なるような個人への焦

点化や個人への要請が維持・強化されている面もあ

るように思われる．たとえば，療育・発達支援の現

場では現在も個人の能力向上が求められる制度設計

がなされているのではないかとの指摘がある（込山

2014 ：46-7）．またたとえば，発達支援に関するある

コラムでは 「この子，目も合わないし言葉も出ない．

障害があるんですかね」（茂木 2023 ：15）と追い詰

められた様子で語る母親のエピソードが紹介されて

おり，このような様子からは，個人的悲劇としての

障害が生きづらさをもたらす，という従来支配的で

あった医学 ・個人モデル的な発想に基づく当事者 （家

族）の苦しみの実感を読み取ることができる．

 医学・個人モデルは，障害問題に伴う生きづらさ

の原因や解消を個人に帰責することで，障害のある

人やその家族を抑圧するとともに社会の有責性を不

可視化するものとして機能してきた．それゆえ，障

害問題の個人的把握から関係的・社会的把握への傾

向は，障害のある人やその家族にとって解放的な契

機となりうるものであり，一方では実際にそうした

解放的な志向は社会的に推し進められてきたといえ

る．しかし，他方では同時に，先に示したような医

学・個人モデルの維持・強化とも捉えられるような

実感の声が発達支援の場から上がっているのもまた

事実である．ここにおいて，障害問題の関係的・社

会的把握が展開する一方で同時に個人的把握が維持

ないし強化されているとすれば，それはなぜか．そ

して，そこにはどのような問題状況があるのか．

 本稿では，障害児支援における療育・発達支援の

領域においてこの矛盾するかのような事態がいかに

成り立っているのかを明らかにする．療育・発達支

援における言説展開を障害問題の個人的把握／関係

的・社会的把握の観点から反省的に対象化した研究

はこれまでなされてこなかった．そこで本稿では，

現在当該分野において事業規模を急拡大させ，社会

的に大きな存在感を有するものとなっている障害児

通所支援をめぐる動向を対象とし，これに関わる言

説を理論的に検討していく．

 具体的には，障害児通所支援に関する全国団体で

ある全国児童発達支援協議会 （CDS Japan）の言説，

とくにその中心人物である宮田広善の2つの著作を

おもな対象とし，両著作を療育・発達支援の「転換

期」およびその今日的な枠組みの「形成期」という

象徴的な2つの局面を示すものと位置づけつつ，そ

の 「気になる子ども」をめぐる言説を検討する．CDS 
Japanの言説を対象とするのは，当該団体が現行の

障害児通所支援の理論的・制度的動向をリードする

枠組みを提示してきた当該分野の最重要団体といえ

るものだからである．また，その 「気になる子ども」

をめぐる言説に着目するのは，これをめぐる一連の

言説を時期ごとに整理することで，障害児通所支援

という固有の文脈における障害問題の個人的把握か

ら関係的 ・社会的把握へという言説の 「展開／転回」

のプロセスを具体的に記述することができると思わ

れるためである．そして，これらの言説の対象化・

分析にあたっては，発達心理学における個体能力論

批判を参照する．というのも，これを参照すること

で，療育・発達支援の領域において上記の「展開／

転回」にもかかわらず個人的把握が維持・強化され

るメカニズムを明らかにすることができると考えら

れるからである．

 分析を通じ，一連の過程で，一方では子どもの障

害問題をめぐるフォーカスが障害から生活へと移行

するに伴って個人的把握から関係的・社会的把握へ

という言説の「展開／転回」がみられてきたこと，
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および，他方ではそのように生活にフォーカスした

理論構成がなされる際に個体能力論に基づく発達概

念が参照されたことで障害問題を個別問題化する傾

向が再形成されてきたことを論じる．そのうえで，

一連の過程をめぐる問題状況について自立・自律と

いう論点に着目して考察をくわえる．

2. 療育・発達支援の転換期

 戦前・戦後を通じて形成された療育概念が重要な

言説上の転回を迎える一つの契機として，宮田広善

の著作である『子育てを支える療育』（2001年）を

挙げることができる．宮田はのちにCDS Japan の

中心となる人物の一人であり，同書を「療育施設の

医師として生きてきた僕自身の，自己点検の作業で

あり，『これからの療育』を模索する作業」（宮田

2001 ：6）と位置づけ，従来の療育からの転換を主張

する．ここでは，同著作の「気になる子ども」をめ

ぐる言説に着目し，療育 ・発達支援の 「展開／転回」

の契機を示していく．

宮田は 『子育てを支える療育』にて，1980年代頃

から宮田ら専門家による早期療育を受けて育った子

どもたちが成人年齢に差しかかっていることを背景

に，早期療育が子どもたちを「自立した大人」へと

育てることができたのかと問う．そこで宮田が注目

するのが「気になる子どもたち」の存在である．こ

の「気になる子どもたち」とは，端的にいえば，障

害に焦点化した訓練を中心とする生活を送ってきた

がために，生活に求められるさまざまなスキルを身

につけることができなかった子どもたちである．具

体的には次のような事例が挙げられている．

  「内弁慶で，慣れたところではよくおしゃべ

りするけれど，環境が変わるとしゃべれなくな

ってしまう」「厳しい教師の前では緊張して何

もできず，逆に優しい教師や親の指示は無視す

る」「能力的にはできるのに，すぐ 『できない』

と言って努力しようとしない」「与えられた課

題が難しいと，『できない』と言えず 『できるけ

れどしない』ふりをしようとする」「時間や規則

が守れない」「叱られるとひどく落ち込み，何日

もすねている」などの問題です．これらは，一

つひとつは一般の子どもにも見られる「甘え」

や 「わがまま」の範囲ですが，重なったり続い

たりすると生活していく上で大きな問題にな

ってしまいます．（宮田 2001：15） 

 このような子どもたちの行動，そしてその結果と

して生じる生活上の問題は，早期療育の弊害として

生じたものだと宮田は述べる．すなわち，「早期療育

（早期訓練）＝障害が治る （改善する）」（宮田 2001 ：
19）という期待のもと，子どもたちが訓練重視の生

活を送る一方，その日常生活・生活場面にはほとん

ど目が向けられなかったために，生活における「自

立」に必要な経験を積むことができなかったことの

帰結だという．「早期発見 ・早期療育」という従来の

枠組みが，子ども本人はもちろん，親をも巻き込ん

でこのような状況を生み出してきたこと，専門家た

ちはそうした流れに疑問を持つことができなかった

ことについて，宮田は反省の意を示し，こう述べて

いる．「『気になる子どもたち』と出会うたびに，僕

は『療育の専門家』として，障害のある子どもたち

を育てられなかった責任と同時に，家庭の 『育児力』

を低下させ，混乱させてしまった『早期療育』の罪

を感じざるを得ないのです」（宮田 2001：20）． 
 以上のような反省から，宮田は療育・発達支援の

転換を主張する．その転換とは，生活における「自

立」という価値を新たに掲げることで支援のフォー

カスを障害から生活へと移行させるものである．そ

して，これに伴って，普遍主義，生活者の視点，家

族支援，地域変革，主体性の重視，といった観点が

導入され，一連の新たな支援は「生活モデル」の支

援と特徴づけられることとなる．

 まず，宮田のいう「自立」とは「周りの人たちと

楽しく関わりながら自分の人生を豊かにつくってい

ける」（宮田 2001 ：35）ことである．そして，その

実現のためには「主体的に選択できる力」，「コミュ

ニケーションする力」，「生活する技術」，「自分が必

要とされているという実感」（宮田 2001 ：71-86, 176）
が求められるという．宮田によると，今後の療育・
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発達支援ではこのような生活上の自立のために必要

な要素が重視されるべきだが，翻って，こうした要

素の重要性は障害児に限らず一般の子育てにも当て

はまるものだという．そうであれば，子どもたちの

自立を目標とするならば，「療育は，『障害のある子

どもを育てる特殊な技術』から，『子どもたちそれぞ

れの育ちを支援できる手段』に成長することを求め

られている」（宮田 2001 ：176）．このことから，「『障

害児』としてではなく，『子ども』として」（宮田

2001：177）支援する，という普遍主義の観点が導

入されることとなる．

 これに関連して，障害にフォーカスした従来の早

期療育における専門職の介入は，各専門職の担当範

囲ごとに子どもをいわば「パーツ化」するものであ

り，「子どもの全体像」や 「生活する子どもの姿」（宮

田 2001：38）の見えてこないものだったという．

これに対して，今後は「子どもをトータルな社会的

存在として」（宮田 2001 ：39）捉える視点を支援者

は持つべきだという．こうした発想は一般に生活者

の視点と呼ばれるものである．

 こうした観点の導入に伴って重要視されるのが，

家族支援および地域変革の観点である．宮田による

と，「これまでの療育」は家族の食卓の場を摂食訓練

の場にしてしまったり，頻繁な母子通園を通じて 「き

ょうだいたちのストレスを高め」（宮田 2001 ：177）
てしまったり，おもにケアの担い手となってきた 「母

親の希望や人生観を押しつぶして」（宮田 2001 ：178）
しまったりするものであり，家族の機能を支える観

点からは否定的影響が否めないものであった．しか

し，「人が 『生活する技術』を身につけたり，社会で

生きていく自信をもったり，幸せを実感したりする

のは，まず家庭の中」であり，「家族が幸せであり，

家族の機能が保たれていることこそ，障害のある人

たちへの援助の基盤」（宮田 2001：179）となるた

め，「これからの療育」では家族支援が重要になると

いう．そして，そのためには「地域が障害のある人

たちやその家族にとっても暮らしやすくなるよう，

施設が先頭となって変革していくことも必要となる」

（宮田 2001 ：179）とする．なお，地域変革につい

ては，生活場面と切り離された施設という「特殊な

場所」での 「特殊な技術」（宮田 2001 ：37）として

の療育・発達支援ではなく，生活を支え，広げてい

けるような援助のあり方を志向する点でも重要なも

のと位置づけられることとなる （宮田 2001 ：37-8）． 
このような主張に際して，宮田は一貫して 「育ち」

（宮田 2001：16）という要素を重視している．そ

れは，従来の「医療モデルの療育」がいわば外から

「子どもたちに 『障害の克服』を要求」（宮田 2001 ：
45）してきたのと対照的に，子どもたち自身の生活

のあり方やそのなかでの育ち，そこにある主体性を

重視しようとする考えであるといえよう．こうした

考えから，宮田は 「 『医療モデルの療育』から 『生活

モデルの療育』への転換を」（宮田 2001 ：44）と主

張する．

 以上のように，この「転換期」においては，生活

における「自立」という価値に基づいて支援のフォ

ーカスを障害から生活へと移行させる言説展開が認

められる．「（障害があっても，援助を受けていても）

地域で生活していける技術」（宮田 2001 ：44-5）を

育てようとする新たな考えへの移行は典型的な生活

モデル化と呼ぶべきものであり，また，それが可能

となる地域社会を構築していこうとするスタンスは

社会モデルの発想を共有するものといえる．

 ここには，おもに認識論や支援観に関わる面での

障害問題の個人的把握から関係的・社会的把握への

「展開／転回」が認められるが，同時に，それにと

どまらない歴史的な変化の局面も見逃されるべきで

はないだろう．医学・個人モデルは，単に認識論や

支援観に関わる理論的枠組みであるにとどまらず，

優生思想と結びついたものとして障害者の生に影響

を及ぼしてきたのであり，そのような固有の具体的

な歴史的形成物として問題化されてきた（田中

2005：35）．障害に焦点化した訓練を中心とする従

来の介入，その基盤となる早期発見・療育システム

は「障害の発生予防」という観点，すなわち「障害

はない方がよい」という思想，ひいては優生思想と

結びついたものであったと指摘される （篠原 1987）．
そうであれば，療育・発達支援における障害フォー

カスから生活フォーカスへという上記の展開は，従

来の 「優生思想−医学 ・個人モデル」という固有の歴
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史的状況からの離脱という意味をも有するものであ

ったと評価できるだろう．

3. 今日的な療育・発達支援の形成期

 上記のような宮田の主張は，その後，従来の障害

児通園事業に関する諸団体の統合・再編成等を経て

2009 年に結成された CDS Japan の議論の基盤と

なっていく．そして，CDS Japan の主張は，2012
年に制度化された現行の障害児通所支援における基

本的な理論的 ・制度的枠組みの基盤となっていく （加

藤 2019）．CDS Japan の結成前後から障害児通所

支援の制度化，およびそれ以降へと至るこの時期に

は，上記の「転換期」における宮田の言説が再構成

を伴いつつ理論的・制度的に具体化される過程，い

わば「形成」のプロセスを見出すことができる．

 「転換期」における宮田の主張を概括的に再整理

すれば，今後の療育 ・発達支援が目指すべき内容は，

「自立」という価値のもとで，「障害児」ではなく子

ども一般を対象に，その主体的な「育ち」を，生活

という観点からサポートする，というものであった．

こうした考えは，この「形成期」において「発達」

をキーワードとして新たな言説として再構成されて

いく．ここでは，ふたたび当該時期の「気になる子

ども」をめぐる言説に着目して，その再構成のあり

ようについて検討する．

先に取り上げた宮田の著作が刊行された数年後と

なる 2000 年代中盤以降のこの時期は，障害児通園

事業をはじめとする従来の障害児支援施策の見直し

が行われ，2012年に発足する現行の障害児通所支援

の制度形成を準備する動きが展開した時期にあたる．

この間には，障害児通園事業等の関係者らによる議

論や研究，政策形成運動が展開し，それがのちの

CDS Japan の結成とその主張の形成へとつながっ

ていく．すなわち，従来の制度の改革という現実的

要請のなかで，先にみた「転換期」における宮田の

主張が再構成され，具体化されていくのである．

当該時期以降，CDS Japan およびその関係者に

よる 「気になる子ども」に関する言説は，「発達の気

になる子ども」という新たな概念をめぐって展開さ

れることとなる．この「発達の気になる子ども」と

は，障害の種別や程度，確定的診断の有無にかかわ

らず，発達という観点から支援を必要とする子ども

を指すものである．この言説の形成に至るまでには，

どのような再構成の過程があったのだろうか．

CDS Japan が今日的な発達支援について述べる

際，その議論の基盤として参照するのが，宮田によ

る 「障害児通園施設の機能統合に関する研究」（2005
年）である．ここで宮田は，障害児をめぐる社会的

状況の変化を受けて，従来の制度の課題および新た

な制度に求められる機能等について検討を行ってい

る．その際，従来の制度に関して見直しの必要があ

る点として挙げられるのが，支援体制が障害種別ご

とに区別されていることで適切な支援の提供が困難

となっている点，および，年齢制限により継続的な

支援の提供が困難となっている点である．前者につ

いて，従来の障害児通園事業は「知的障害」，「肢体

不自由」および「難聴」の三種別に区分されてきた

が，対象児の障害の重度化・重複化や「軽度発達障

害児」の増加に伴い，支援対象となる障害児像が拡

大したことで，従来の体制では適切な支援の提供が

困難になってきたとする．また，後者について，障

害児通園事業は乳幼児期の児童を主たる対象として

きたが，そこでは乳幼児期の支援と就学後の学校で

の取り組み，および成人期の地域生活支援が十分に

結びついておらず，成人期を見据えてライフステー

ジに沿った一貫性のある支援を提供することが困難

な状況にあるという（宮田 2005：1-2）． 
 このように，制度改革の文脈において，障害種別

による区別の撤廃および成人期を見据えた支援の構

築という問題意識が示される．これを踏まえて宮田

が支援対象と規定するのが「発達障害児」であり，

それは下記のようなものとされる．

 発達障害児とは，「一般の子どもに比べて明

らかに発達上の遅れや異常が認められる子ど

も」だけでなく，「育児への支援や，なんらかの

生育環境の調整がなければ，将来の社会生活を

妨げるさまざまな問題をもつことが予測され

る子ども」も含んでいる．
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 対象となる障害は，「脳性麻痺や「（知的障害

を伴う）自閉症」「聾，難聴」「盲，視覚障害」

「種々の末梢神経・筋疾患，骨系統疾患，奇形

症候群」「染色体異常症」「感染症や事故の後遺

症」などの明らかな障害だけでなく，最近増加

傾向が指摘されている「高機能自閉症」「LD」

「AD/HD」などを含む． 
 加えて，乳幼児健康診査で「遅れ」が発見さ

れたばかりの（障害が確定していない）子ども

達も，広義の発達障害として支援の対象に含む

べきである．（宮田 2005：2-3） 

 ここではさまざまな障害種別が網羅されるととも

に，「明らかな発達上の遅れや異常」という従来的な

障害像にくわえ，健診で障害の可能性が示唆された

いわば現リスク層，今後の生活上の困難が予測され

るいわば将来的リスク層が支援対象に含まれるとさ

れている．そして，そうした子どもに対する支援と

して「発達支援」が必要であると宮田は議論を展開

する．この発達支援とは「発達上の課題を達成しな

がら，その結果として，成人期に豊かで充実した自

分自身のための人生を送ることができる人を育てる

こと」（宮田 2005 ：4）を目標とし，「『障害の軽減 ・

改善』という医学モデルの支援にとどまらず，地域 ・

家庭での暮らしを支援する生活モデルの支援を重要

な視点としてもたねばならない」（宮田 2005 ：3-4）
ものだという．

 ここに至って，制度改革上の要請と「転換期」に

おける宮田の言説とが再構成を伴いつつ総合された

とみることができる．すなわち，成人期の「自立」

を目標とし，そのために必要な力を身につけられる

ような支援を提供すべきであること，そのためには

障害種別・程度にかかわらず生活にフォーカスした

支援の提供が必要であることが主張され，そのよう

な支援は発達支援という概念によって一貫した説明

を与えられ，再定式化される．制度改革の文脈にお

ける障害種別による区別の撤廃および成人期を見据

えた支援の構築という問題意識は，「転換期」におけ

る「これからの療育」に関する諸々の論点（普遍主

義，生活者の視点，家族支援，地域変革，主体性の

重視）と合流し，発達という観点から再構成された

といえるだろう．

 このような再構成を経て，新たな療育・発達支援

における支援対象児童を指すものとして「発達の気

になる子ども」あるいは 「発達支援を要する子ども」

（全国児童発達支援協議会 2016 ：2）という概念が

形成されることとなる．そして，この「発達支援を

要する子ども」に対して本人のみならず家族や地域

をも対象に含む一体的支援を行う，という現行の障

害児通所支援における理論的・制度的枠組みが形成

されることとなる．CDS Japanはこの枠組みを 「生

活モデルの発達支援」（宮田 2014 ；全国児童発達支

援協議会 2016）と表現する． 
 以上のように，この 「形成期」には，「転換期」に

提示された宮田のアイデアが発達という観点からの

再構成を伴いつつ具体化される．再整理すれば以下

のようになるだろう．「転換期」から 「形成時」に至

る過程では，障害にフォーカスした支援から生活に

フォーカスした支援への移行が主張された．とくに

「形成期」においては，制度改革上の問題意識を受

けつつ，生活フォーカスの支援が発達という観点か

ら再構成される言説展開およびそれに基づく制度形

成が見られた．このような一連の過程を通じて，療

育・発達支援の領域における障害問題の個人的把握

から関係的・社会的把握への「展開／転回」が促さ

れたのである．

 ここで注意すべきことは，「転換期」に提示された

生活にフォーカスした支援という考えと，「形成期」

に提示された発達という観点からの支援という考え

が，理論的には区別可能なものであることである．

それに対して，宮田は「発達上の課題を達成しなが

ら，その結果として，成人期に豊かで充実した自分

自身のための人生を送ることができる人を育てる」

ことを主張しており，ここでは豊かな生活の実現に

あたっては発達上の課題の達成が求められるという

かたちで生活と発達とを結びつける考えが見られる．

両概念の結びつきが理論的に必然的なものではない

以上，このように両概念を結びつける考えおよびそ

れに基づく現行の支援の枠組みは，必ずしも自明の

ものではなく，歴史的に独自の形成物だといえる．
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 生活フォーカスの支援が発達という観点から再構

成される上記のような展開は，障害問題の普遍主義

的な把握に基づく具体的な対応を可能にする現実的

な枠組みの一つとして注目に値する．従来，社会政

策の観点からは，政策の対象者を同定するために障

害というカテゴリーが必要とされることが，その必

要性を主張する側からも，それを相対化し，別の可

能性を探ろうとする側からも，同様に論じられてき

た （Bickenbach 2009 ：120 ；立岩 2018 ：283）．そ

れに対して，「形成期」に実現した 「発達支援を要す

る子ども」に対して支援を提供する制度は，障害の

同定を支援の必要条件としないものとして障害問題

の普遍主義的なアプローチの制度化といえるもので

ある．普遍主義的アプローチが言説の水準にととま

らず制度的な水準で可能になったことは，従来的な

社会政策的観点からの議論が対象としてきた問題状

況からの転換をもたらしたといえる．発達という観

点が参照軸となることで，これまで障害というカテ

ゴリーで捉えられてきた「支援の必要な人」をグラ

デーションのなかで捉え直すことのできる枠組みが

成立したのである 2)．このような意味で，現行の療

育・発達支援は歴史的に新たな局面にあるものだと

いえる．

4. 個人モデルの再形成

 上記のような一連の過程を経て，療育・発達支援

における「展開／転回」が促された一方，その際に

発達という観点が参照軸として導入されたことは，

新たな歴史的局面として，個人モデルの維持・強化

という問題をもたらしたように思われる．

CDS Japan の発達に関する考えは次のようなも

のである．

 「子どもが育つ」ということは，子どものも

つ様々な潜在的可能性を，日常の生活場面や遊

びを通して（子ども時代にしかできない子ども

らしい活動を通じて）かたちあるものにしてい

く，つまり一人ひとりの人間的な諸能力を高め

ていく過程である．例えば，周りの人々への関

心や親近感を，それらの人々とことばや行動に

よって関わり合う能力に変えたり，見たり触れ

たりする物に対する興味を，それを使って遊ん

だり或いは道具として使用したりする能力に

発展させていくことである．そして，子どもは

このような力を背景にして，自分の周りを取り

巻く人や物と一層深く関わり合いながら，更に

新たな能力の獲得を準備していくのである．こ

のような一連の過程が，発達と呼ばれるもので

ある．（全国児童発達支援協議会 2016：14） 

 そして，この発達はあらゆる子どもに共通するも

のであるという．すなわち「障害があるために，あ

る種の遅れや育ちにくさのある子どもも基本的には

障害のない子どもと同じ成長過程を通って，大きく

なっていく」（全国児童発達支援協議会 2016：14）
とされる．

 あわせて，その発達支援に関する考えも確認した

い．

 「障害のある子ども（またはその可能性のあ

る子ども）が地域で育つ時に生じるさまざまな

課題を解決していく努力のすべてで，子どもの

自尊心や主体性を育てながら発達上の課題を

達成させ，その結果として，成人期に豊かで充

実した自分自身のための人生を送ることがで

きる人の育成 （狭義の発達支援），障害のある子

どもの育児や発達の基盤である家庭生活への

支援 （家族支援），地域での健やかな育ちと成人

期の豊かな生活を保障できる地域の変革（地域

支援）を包含した概念」と定義される．（全国児

童発達支援協議会 2016：4） 

 ここでは，子どもの育ちを多様な観点から支えよ

うとする包括的な発想が提示される一方，議論の主

軸はあくまでも個としての子どもの発達にあるとい

うべきだろう．すなわち，「一人ひとり」の子どもが

「人間的な諸能力を高め」ていくこと，それによっ

て「新たな能力の獲得」が促される過程が発達であ

り，発達支援とは，そうした個々の子どもが「発達
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上の課題」を達成し，「その結果として，成人期に豊

かで充実した自分自身のための人生を送る」ように

なることを目指すものだとされる．

 「個体の能力・特性を単位に発達を考え，人々の

現象を個体の能力・特性に還元して説明しようとす

るパラダイム」は，発達心理学において従来支配的

なものとなってきた発達観として 「個体能力論」（浜

田 2023 ：151）と呼ばれる．その特徴は，⑴ 「個体」

について⑵「時間的継起」のなかで⑶「一般性」と

⑷「方向性」をもった「変化」を捉えようとする視

点にある （浜田 2023 ：28-36）．すなわち，⑴発達を

個体内に生じる現象として捉えること，⑵体験に基

づく主観的時間ではなく，秒・分・時間といった客

観的時間の尺度にしたがって個体の機能の変化を捉

えようとすること，⑶個体の変化として，個人的 （一

時的・偶発的）とされる変化を除外し，一般化され

うる性質に着目すること，⑷何らかの視点に照らし

て想定された基準の方向へ向かう変化として個体の

変化を捉えること，である．

 浜田によると，個体能力観はつまるところ，子ど

もを「外」から科学的に対象化する視点，おとなの

欠如態としてみる発想に帰結する．まず，前者は客

観的時間の尺度に基づく時間的継起のなかに変化を

みる視点と関わっている．秒・分・時間や昨日・明

日といった客観的時間の尺度は，たしかに時間の流

れを捉える一つの観点であるが，本人の経験に基づ

く現象学的な観点から時間を捉えれば，人の体験す

るものとしての時間には 「いま」があるのみである．

このことを踏まえると，「時計的な時間尺度を描き，

そのうえで観察できる変化」を捉えようとする個体

能力論は，第三者の目，いわば「神の視点」（浜田

2023：31）から人を対象化するものである．次に，

後者については，発達の頂点としての 「完態」（浜田

2023 ：35）という概念に関わる．客観的時間の尺度

に基づく時間的継起のなかで子どもからおとなへと

至る変化の過程を俯瞰的にみるとき，そこには未熟

な状態から予定された成熟状態へと至る過程が想定

され，そうである以上，「子どもをおとなという完態

からの欠如としてみる視点」（浜田 2023 ：35）が不

可避的に伴われることとなる 3)．このような個体能

力論は，端的にいえば 「子どもを外から評価」（岡本 ・

浜田 1995：174）する視点を導く． 
こうした議論を踏まえたとき，CDS Japan の発

達および発達支援概念は，個体能力論の範疇に収ま

るものというべきだろう．もっとも，留保は必要で

ある．たとえば「潜在的可能性を，日常の生活場面

や遊びを通して（…）かたちあるものにしていく」

という発達理解は，能力やスキルの獲得を一義的な

ものとして重視するような能力主義に偏重したもの

では必ずしもなく，そこには生活の論理の尊重がみ

られる．また，家族支援や地域支援の観点を導入し

ている点で，着眼点を個人に限定しない関係的・社

会的把握の要素がみられることも事実である．とは

いえ，これらの要素を有していることは個体能力論

の克服を意味しない．というのも，個体能力論の核

心は発達を個体内的な現象として捉える視点にこそ

あるからである．この点を明確にするにあたって，

ヴィゴツキーによる 「精神間機能から精神内機能へ」

の議論に関する浜田の言及が参考になる．

 教科書的な知識では，人どうしが言葉を交わ

してコミュニケーションするその外言（精神間

機能）が，やがては自分の内側でめぐらす内言

として思考世界（精神内機能）を担うようにな

るというような例があげられるのだが，個体能

力論の席巻するこの社会では，このテーゼすら

個体能力推進の手立てとして理解されかねな

い．つまり精神内機能を一つの個体能力と捉え

て，それを伸ばすためにはどのような精神間機

能を保障すればよいのかというたぐいの理解

がはびこっていたりする．しかし，このテーゼ

の示唆するところは，それとは逆のところにあ

る．（…）つまり意識を個体のなかに閉じた現象

として捉えるのではなく，人どうしの共同的な

営みの歴史的所産として捉えるというのが，ヴ

ィゴツキーにとっては重要な着眼点だったと

言ってよい．（浜田 2023：159-60） 

 この言及を通じて浜田が批判するのは，他者から

独立した（閉じた）ものとしての個人の意識・精神
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が，外的な経験を通じて，ある精神的機能を個体内

的な能力として獲得・形成していく，という捉え方

である．これに対して，浜田は，意識・精神はつね

にすでに他者との関係における共同的なものとして

存在しており，ある精神的機能自体もそうした共同

性のなかで生じてくるものであるために，それを個

体内的な能力に還元することはできない，という捉

え方を提示している 4)．つまり，浜田の主張は，発

達を個体内的な能力獲得の過程と捉えるのではなく，

共同的な営みという関係構造のなかで，いわば人と

人との間で生じるものと捉えるものだといえる．こ

の視点からは，たとえば具体的な対人関係のなかで

共同的に成立するコミュニケーションのあり方を

「個体のもつ『ソーシャル・スキル』に還元」し，

「それらが不十分となれば，それぞれ『知的障害』，

あるいは 『発達障害』として，訓練や治療の対象に」

（浜田 2023 ：170）するような考え方や介入のあり

方が批判されることとなる．

以上を踏まえたとき，CDS Japan の発達および

発達支援概念においては，やはり根本的には発達を

個体内的な能力獲得の過程として捉える視点が否定

されていないといえる．ここでは子どもたちは，個

体として，時間的継起のなかに位置づけられる各発

達段階における発達課題を達成し，能力を獲得し，

そうした獲得の結果として成人期の自立という「完

態」に至ることができるとされる．この主張が個体

能力論の範疇に収まることは否定しがたい．

 ここに至って，新たな療育・発達支援において障

害問題の個人的把握の傾向が生じるメカニズムが明

らかになる．第一に，ここで参照される発達概念が

子どもの個体内的な能力に焦点化し，それが不十分

であることを欠如として位置づけるものである以上，

「発達支援を要する子ども」に対する介入は，欠如

した個体への介入という構図をとる点で，実質的に

従来的な医学・個人モデルと同様の事態を生じさせ

ているといえる．つまるところ 「発達支援を要する」

という言葉は事実上，従来の「障害がある」という

言葉と同義のものとして機能しているといえるだろ

う．このことから，「展開／転回」を経てもなお個人

モデルが維持されているとみることができる．

 第二に，上記のように「発達支援を要する」こと

が「障害がある」と実質的に同義であるとすれば，

「発達支援を要する子ども」という支援対象の規定

は，従来と同様の個人モデル的な介入の対象者の拡

大を事実上意味する 5)．この局面では，「展開／転回」

を経たことでかえって個人モデルの社会的威力が強

化されているということができる 6)． 
以上のように，CDS Japan の言説展開において

は，支援のフォーカスを障害から生活へと移行させ

ることで障害問題の関係的・社会的把握への「展開

／転回」が生じるとともに，それにあたって個体能

力論に基づく発達概念が参照されたことでそうした

関係的・社会的把握の要素は従来的な個人的把握の

観点へとふたたび収斂するに至った．療育・発達支

援において障害問題の関係的・社会的把握が進展す

る一方で同時に個人的把握が維持・強化された経緯

およびメカニズムは，このように理解できる．

5. 「転回」後の療育・発達支援をめぐる問題状況

 では，ここにはどのような問題状況があるのか．

やはり従来から問題視されてきたのと同様に個人モ

デルによって子どもやその家族への抑圧がもたらさ

れうることへの懸念がある．そして，そのことは療

育・発達支援の立場から表現すれば「自己理解」の

誤りおよびそれに伴う問題として捉えられるべきだ

ろう．

 個人モデルは，とくに医学モデルとの関連からは

医療専門職による 「専門家支配」として問題化され，

その専門家支配に対する批判は「当事者」の自立・

自律の観点から展開されてきた （中西 ・上野 2003 ：
13-5 ；進藤 2006 ；Oliver 2009）．こうした歴史的経

緯および理論的方向性を踏まえれば，障害問題の個

人的把握から関係的 ・社会的把握への 「展開／転回」

においては，専門家支配に基づく他律に対し，「当事

者」としての障害者や患者の自立・自律が促された

といえるか否かが重要な論点となる．

CDS Japanによる 「展開／転回」をめぐる言説で

は，訓練を中心とする従来の療育が子どもにとって

他律的なものであったのに対し，新たな「生活モデ
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ルの発達支援」は子ども本人の主体性・自律性を尊

重するものとなった，という構図が示される．しか

し，発達に着目したこの新たな支援もまた「子ども

を外から評価」する視点を免れない以上，そこで認

められる主体性とは「対象としての主体」（浜田

2012：19）性にすぎないものであり，そこに「外」

からの介入の要素，いわば他律の要素があることは

否定しがたい．この点の認識を欠いたまま，本人主

体ないしは「本人のため」を強調することは，本人

への「押し付け」（岡本・浜田 1995：231）に転化

しかねない．また本人と周囲の都合を混同してしま

うことにもなりかねず，生活上の困難とその対応を

めぐる関係者それぞれの得失という論点を曖昧化し

てしまうおそれがある （立岩 2018 ：315-8）．そのよ

うになってしまえば，その支援は旧来の専門家支配

のもとで問題化されたパターナリズムそのものと化

してしまう．以上のような意味で，個人モデル批判

において歴史的に問題化されてきた自立・自律とい

う点では，新たな療育・発達支援の枠組みのもとで

も課題の残る状況が続いているといえる．

 このように，この新たな支援もまた他律的な要素

を含まざるをえないこと，それに伴う限界があるこ

とをまずは明確に認識すべきだろう．というのも，

それを明確にしてこそ現行の枠組みの意義や今後の

展開の可能性をより具体化できるように思われるか

らである．

 他律的介入は，それ自体として棄却されるもので

は必ずしもなく，それはそれで独自の機能を果たす

面がある．たとえば医療をはじめとする専門家権力，

その医学・個人モデル的な視点・介入は，「当事者」

にとっては自立 ・自律への脅威とされてきた一方で，

労働や自立に関わる規範やそれに基づく 「社会参加」

の強制，また偏見 ・差別等による暴力から 「当事者」

を（たとえ一時的にであれ）守る機能を果たす面を

有するものといえる．また，専門性の論理は，専門

職倫理等に基づく独自の価値を提示することで，経

済的合理性をはじめとする異なる論理・価値観に対

する歯止めとなりうるものでもある．このような面

では，生活の主体にとって他なるものであること，

その「外」にある権力であることには，そうである

からこそ果たすことのできる機能が認められうる．

 障害児通所支援事業所では現在，競争的事業環境

下での利用者募集という商業的目的などを背景とし

つつ，子どもの能力向上を志向する「活動の教育的

機能」（丸山 2014：175）を重視する傾向がみられ

るという．これに呼応するように，「当事者」，厳密

にはその関係者，つまり子ども本人というよりは親

（保護者）の側では，わが子にできることをしたい

という思いから早期療育を受けさせ，「普通の子」（三

浦 2013：46）になることを目指す人たちが少なか

らずいるという．親たち——ある面では障害のある

子どもにとって支配者ともみなされてきた親たち

——もまた，新自由主義による 「自立自助的 ・競争

主義的個人主義」（浅井 2001 ：65）を背景に社会的

抑圧を受け，ともすると子どもに過剰な負担を強い

るようなあり方へと追い詰められた 「弱い者」（児玉

2019：303）の位置に置かれている． 
 個体能力に焦点化するこのような社会的連関のな

かで「当事者」への抑圧が生じているのであれば，

従来の個人モデル批判において「当事者」の立場か

ら主張されてきたような自己決定権を核とする自

立・自律の理念は，それはそれで，個人に抑圧をも

たらす自己責任論と奇妙な共振に至ってしまう可能

性がある 7)．この局面において，専門性の立場はそ

うした社会的抑圧に対してアンチテーゼを打ち出し

ていくだけの理論的基盤を有しているはずである．

たとえばソーシャルワークにおける社会正義の理念

は，その実質化に課題があるとされてきたものの，

集合的経験としての社会的抑圧に対する独自の立場

からの明確な批判たりうるものといえる （Ferguson 
=2012）． 
 このようにみたとき，発達支援という専門性は，

それが「当事者」にとって「外」にあるものだとし

て，その立場から現代の歴史的諸条件のもとでどの

ような実践的意義を持ちうるだろうか．適切な「自

己理解」のもとでこの点について具体的に検討を進

めることこそが，発達支援の目標として示される 「豊

かで充実した自分自身のための人生を送ることがで

きる人を育てる」という理念の実質化に向かう道筋

なのではないだろうか．
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6. おわりに

 本稿では療育・発達支援において障害問題の関係

的・社会的把握が進む一方で同時に個人的把握が維

持・強化された経緯およびメカニズムを明らかにす

べく，CDS Japan の言説を主たる対象として検討

を行った．分析を通じ，療育・発達支援の「展開／

転回」にもかかわらず，新たな支援が個体能力論に

基づく発達概念を参照して形成されたことで個人的

把握の傾向が維持・強化されてきたことを明らかに

した．さらに，この新たな支援もまた旧来の支援と

同様に他律的介入の性質を免れないことを指摘した

うえで，そのような適切な「自己理解」のもとで療

育・発達支援の実践的意義が検討されるべきである

ことを指摘した．

 今後の検討課題について述べれば，療育・発達支

援における専門的介入が現在の固有の歴史的・制度

的条件のもとでどのような意義を持ちうるのかにつ

いての具体的な検討が必要だろう．その際，上述し

た自立・自律の理念のように歴史的に提出されてき

た問題意識に照らしつつ，現在のマクロな社会状況

を踏まえながら「当事者」や関係者，専門家などの

各アクターをめぐる権力関係を捉えることで，より

望ましい支援のあり方についての示唆を得られるよ

うな検討が求められよう．それにあたっては，本稿

では詳述できなかった社会モデルの視角から本稿の

提起する論点を含む一連の議論を再整理することが

重要と思われる。

注

1） 本稿は一般社団法人日本社会福祉学会研究倫

理規程ならびに日本社会福祉学会研究倫理規

程にもとづく研究ガイドライン，所属機関の研

究倫理指針を遵守したものであり，用語の使用

等に関する倫理的配慮を行っている．また，本

稿は北海道社会福祉学会 2023 年度研究大会で

発表した内容に大幅な加筆・修正を施したもの

である．

2) もっとも，同様の普遍主義的な認識・支援枠組

みは，高齢者分野の介護保険制度などにみられ

るようにすでに一部では成立してきたものと

みることは可能である．とはいえ，このような

枠組みの形成・成立にあたっては，当該の枠組

みを正当化しうるロジックが求められると考

えられ，またそうした正当化は基本的には個々

の枠組み（制度）ごとに独自の内容を伴うと考

えられる．それゆえ，療育・発達支援における

普遍主義化のプロセスもまた独自の歴史的現

象として対象化されるべきものといえる．

3) 近年の発達心理学では成人期以降の変化をも発

達の一局面と位置づける生涯発達の考え方が

受容されており，それは従来のように成人期を

「完態」と位置づける上向きの発達観を相対化

するものとされる．だが，成人期以降の過程を

発達と捉えることは，子どもをおとなの欠如態

と位置づけ，そこに至る獲得の過程と捉える視

点それ自体を退けることには必ずしもならな

いだろう．

4) このような視点は竹内章郎による「能力の共同

性」（竹内 1993：151）論においても提示され

ている．

5) 「障害者」の範囲の拡大をもたらす発想および

それに類する発想はさまざまなかたちで考え

られうるものであり，その内容に応じて実践的

な帰結もまた異なるものとなる．たとえば杉野

は「障害の普遍化モデル」および「障害の普遍

主義モデル」という概念を用いて2つの発想を

区分けし，それらがもたらす帰結について考察

している（杉野 2007：101-6）． 
6) 個体能力論的発達概念に依拠する療育・発達支

援の拡大は心理・医療的な解釈や実践の浸透を

もたらしうるものであり，「医療化」に関わる問

題，すなわち社会・環境的な観点からも把握さ

れうる事柄を個体内的なものに還元する懸念

を生じさせうるものである．発達障害および学

校現場を事例にこの点を指摘したものとして

木村（2015）の研究がある． 
7) これと同様の局面を捉えたものとして，「当事者」

が掲げる自立・自律の理念，そしてそれを具体
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化すべく戦略的に選択した福祉サービスにお

ける消費者主義が，福祉国家再編の過程で展開

された新自由主義的な政策的戦略と結果的に

「奇妙な一致」を見せることを 「同床異夢」（田

中 2005：158）と捉えた田中の議論がある． 
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【論文】 

エイブリズム論とネオリベラリズム批判

−−イギリスの経験から 

Studies of Ableism and Criticism of Neoliberalism 

: from the British Experiences 

志田 圭将（北星学園大学大学院 社会福祉学研究科 博士後期課程） 

要旨 

 障害学分野の新たな研究動向である批判的障害学の議論は，これまで日本では十分に共有されて

こなかった．そこで本研究では，批判的障害学の重要な分析視角の一つであるエイブリズム論に着

目し，これに関する日本での研究動向を踏まえ，ネオリベラリズムの具体的経験との関連からその

内実と意義を検討することの必要性を提起し，イギリスにおける近年のネオリベラリズム改革を事

例とした分析を行っている．分析を通じ，批判的障害学におけるエイブリズム論が，ある者を救

済・包摂に値するとし，別の者をそうではないとして排除することで人々を分断していく諸力，そ

の現実的諸条件に対する批判として提起されてきたことを示した．そして，この点においてそれが

シティズンシップをめぐる議論と親和性の高いものであること，また，多様なマイノリティの連帯

を通じた政治的多数派の形成を図るとともに，規範に強く揺さぶりをかけるものであることを指摘

した． 

キーワード： 批判的障害学，エイブリズム，ネオリベラリズム，イギリス，Dan Goodley

1. 研究の目的と背景

本稿の目的は，批判的障害学（Critical Disability 

Studies：CDS）におけるエイブリズム（ableism）論

の内実と意義をネオリベラリズム（（neoliberalism）の

具体的経験との関連から詳らかにすることである 1)．

これを通じ，日本の障害学研究においてエイブリズ

ム論を活用していくための示唆となる知見を得るこ

とを目指す． 

 2000 年前後より英米を中心に発展してきた CDS

は，従来の障害学や障害者運動が抱える理論的・実

践的課題に応じ，新たな議論の展開を促そうとする

研究潮流である．昨今，日本の障害学においても従

来の理論的・実践的視角に伴う課題が指摘されるな

か，既存の議論に反省をくわえ，新たな展開をもた

らそうとする CDS の議論は示唆に富むものである

ように思われる（（辰己 2021（ 田中 2024）．だが，日

本では議論の共有が十分でなく，研究の蓄積が求め

られる．こうした背景から本研究ではCDSにおける

重要な論点・分析視角とされるエイブリズム論を取

り上げる． 

 エイブリズムはしばしば「障害者に対する健常者

の優位化」や「能力があることの価値化を背景とす

る障害者への差別的処遇」といった事態を指す概念

と理解されている．一方，CDSにおいては必ずしも

障害に議論を限定せずより広範な論点に関わるもの

としてのエイブリズム論が提起されてきた．日本で

はエイブリズムという用語への言及は散見されるも

のの，その概念の内実，とくにCDSの文脈における

その内実や意義については共通認識が得られていな

い．したがって，CDSの受容を通じて日本における
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障害をめぐる議論のさらなる展開を図るにあたって

は，エイブリズム論の内実と意義を明確化する必要

があるだろう． 

 議論の構成は以下の通りである．まず，日本の障

害学においてエイブリズム論に焦点化した主要な先

行研究を概観し，本稿で検討すべき事項を導出する．

具体的にはネオリベラリズムの経験との関連からエ

イブリズム論の内実と意義を捉えていく必要性を提

起する．これを受け，エイブリズム論の概要を整理

し，そのうえでイギリスにおけるネオリベラリズム

の展開を参照し，それとの関連からエイブリズム論

の内実と意義を検討する． 

2. 先行研究の検討

日本の障害学においてエイブリズム論に焦点化し

た先駆的な業績は，石島健太郎の研究である．石島

はエイブリズムを「理想の身体をよしとする規範」

（石島 2015（：44）と整理する．従来的な障害学のよ

うに障害（（disability）に焦点化するのではなく，能力

（ability）に焦点化することで，エイブリズム論は（「で

きる／できないという二元論ではなく，能力の偏差，

グラデーションのなかですべての人々を捉えること

ができる」（石島 2015：45）とする．いわく，これ

まで障害学の主軸となってきた「障害の社会モデル

（social model of disability）」は，健常者／障害者，で

きる身体／できない身体の二元論に依拠している．

その論理にしたがえば，環境調整によって障害者は

たしかに「できる」ようになるかもしれない．しか

し，ここでは障害があること・できない身体への否

定的な価値づけが維持されてしまう．これに対し，

能力を議論の起点とするエイブリズム論は「すべて

の人々に Impairment があり，程度の差はあれ他者

への依存が必要である」（石島 2015：45）という見

方をもたらすことで，そうした二元論や障害への否

定的価値づけを回避するとともに，障害以外のマイ

ノリティ（子ども，女性，高齢者など）に対しても

同様の枠組みからのアドボカシーを可能にするとい

う．この点で，エイブリズム論は社会モデルの理論

的難点を克服するとともに，障害学の議論をより広

範な議論へと接続するポテンシャルを有するとされ

る．石島自身は能力と分配を対応させるものとして

の能力主義（（meritocracy）論との区別を強調するが，

そのエイブリズム解釈は実質的に，能力のグラデー

ションのなかで（「“できる人”を優先し，“できない人”

を排除する差別」（田中 2020）という理解，「能力主

義的差別主義」（竹内 2020：85）論に重なるものと

いえる． 

 辰己一輝は，障害学の新たな理論的動向を整理す

るなかで，エイブリズムが「（ 人間 humanとは健常

者であることが普通 normalである』という本質規定

に裏付けられている」（辰己 2022b（：50）こと，それ

ゆえにエイブリズム批判が「本質主義」および「人

間中心主義」批判と重なるものであることを指摘す

る．そして，この「人間」には「健常者」以外にも

さまざまなカテゴリー（（白人，異性愛者，男性など）

が含まれ，それゆえエイブリズム論は領域横断的な

議論につながるのだと論じる．この点において辰己

は，一方では石島と同様にエイブリズム論が領域横

断的な視座を提供することを示している．他方では

「能力の偏差，グラデーションのなかですべての

人々を捉える」視座としてエイブリズム論を位置づ

ける石島とは議論のアクセントを異にし，それが（「健

常者／障害者というカテゴリーの構成に深く関与」

（辰己 2022b：62）する点を強調する． 

 辰己の議論に連なるものとして志田（2024）の研

究がある．志田は石島の議論をエイブリズム論の（「能

力主義論」的解釈と位置づけつつ，近年のエイブリ

ズム論がそれとは異なる視角を示していると指摘す

る．すなわち，エイブリズム論とは健常者／障害者，

白人／黒人，男性／女性といった優位／劣位，規範

／逸脱に関わる二元的なカテゴリーが社会的に構築

され，そこで優位化・規範化された要素がインター

セクショナルに統合されることで理想的な人間像が

形成されていること，そうした理想的な人間像から

さまざまなマイノリティが（「同様にかつ別の仕方で」

の排除・周縁化を被っていることを問題化する視座

とされる． 

 以上の研究動向からは，エイブリズム論が障害学

の議論をより広範な文脈へと接続するポテンシャル

を有することへの共通了解がありつつも，それが何
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をどのように問題化しようとする視座であるのかに

ついての理解は論争的状況にあり，議論の整理が引

き続き必要であることが指摘できる． 

 また，上記の諸研究がエイブリズム論の核となる

理論的枠組みに焦点化したものであるのに対し，田

中（（2024）は論の背景となるCDSとの関連を含めて

その思想史的・実践的意義について論じている．い

わく，CDS出現の背景には社会モデルをはじめとす

る障害をめぐる従来的な知の課題の認識とそれを継

承・発展させようとする問題意識がある．さらに，

同時期に展開するネオリベラリズムによる抑圧に対

抗・抵抗すべく，他のマイノリティとの連帯を可能

にする新たな社会理論が求められてきた経緯があり，

そこでエイブリズム論はネオリベラリズムにおける

「人間」の特権化とそれに伴う排除の機制に抵抗し，

対抗を図るものとして重視されることとなったとい

う． 

 田中の研究視角・分析を踏まえれば，エイブリズ

ム論の視角や問題意識を明確化するにあたっては，

先述の先行研究のように理論的枠組みに焦点化する

アプローチだけでなく，エイブリズム論が具体的に

どのような問題や問題意識を背景に提起されてきた

のか，その社会的背景・実践的側面との関連から捉

えていくことも有効であろう．その際には，田中も

指摘するようにネオリベラリズム批判との関連を具

体的に検討することが重要である．エイブリズム論

は，ネオリベラリズムが自律，自助，自己統治等を

規範化し，「人間」が所有すべき「能力」を仮構し，

その有無によって人々を価値化／非価値化し，非価

値化された人々を「ケアの縮減」等によって排除す

るものであることを捉え，それを批判する視角を提

示しているとされる（田中 2024：37）．この整理自

体は妥当と思われるが，この説明は概括的なものに

とどまっており，より具体的にどのような問題が想

定され，そこでどのように提起がなされてきたか，

その詳細についてはさらなる検討が求められる．ネ

オリベラリズムの具体的経験とそれへの応答の詳細

を捉えることは，実践との関連から，いわば概念の

外延からエイブリズム論への理解を深めることを意

味し，ひいてはこの障害をめぐる新たな知を再び実

践へと接続するにあたって有益な知見を獲得するこ

とにつながるはずである． 

 以上のことを踏まえ，本稿ではCDSにおけるエイ

ブリズム論が何をどのように問題化する視座である

のかについて，ネオリベラリズムの具体的な経験と

の関連から明らかにすることを課題とする．そこで，

CDS の代表的論者でありエイブリズム論を牽引す

るDan Goodleyの研究をおもに参照し，エイブリズ

ム論の概要を整理しつつ，その内実と意義をネオリ

ベラリズムの経験との関連から読み解いていく．エ

イブリズムとネオリベラリズムに着目する Goodley

の議論は，当該の論点との関連からエイブリズム論

の基礎的理解を得ようとする本研究にとって適切な

参照先となる．また，ネオリベラリズムの経験につ

いては，Goodley の議論がおもにイギリスの経験を

背景としたものであることに鑑み，イギリスの事例

に着目する．分析対象とする時期については，

Goodley が重点的に議論しているキャメロン保守

党（・自由民主党連立政権期（（2010年〜）の展開にく

わえ，その直接の背景として重要と思われるブレア・

ブラウン労働党（（ニューレイバー）政権期（（1997年

〜）の展開を含める．その際，当該の時期における

ネオリベラリズムの展開については，先行研究の蓄

積を参照し，近年のイギリスにおけるネオリベラリ

ズム改革を象徴するものと捉えられてきた福祉政策

およびその関連政策を取り上げる． 

3. エイブリズム論の概要

Goodleyはエイブリズム論を定式化する際，Gregor

WolbringとFiona Kumari Campbellの議論をおもに参

照している．ここでは両者の議論を参照し，それを

踏まえてGoodleyによる議論の展開を整理する． 

 Wolbring（（2008）はエイブリズム論をめぐっては 2

つの立場があるとする．一つは「障害者に対する否

定的処遇」としてエイブリズムを捉える立場であり，

もう一つは障害者以外を含むより広範な人々にも関

わるものとしてそれを捉える立場である．前者，障

害者に対象を限定する用法の場合，エイブリズムは

セクシズムやレイシズムなどと並ぶ一つのイズムと

位置づけられる．Wolbringはこうしたエイブリズム
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理解は不適切だとする．というのも，Wolbringによ

ると，エイブリズムとは端的に「特定の能力を他の

能力に対して選好すること」（Wolbring 2008：252）

であり，「レイシズム，セクシズム，カースト主義，

エイジズム，種差別，反環境主義，GDP主義，消費

主義といった他のイズムを包含するイズム」

（Wolbring 2008（：253）として（「歴史的に他の集団に

対して自らの権利や地位が高い水準にあることを正

当化するためにさまざまな社会集団によって利用さ

れてきた」（Wolbring 2008：253）からである．たと

えば「共感，思いやり，優しさ」などの能力よりも

「生産性や競争力」といった能力を「本質的」なも

のとみなし，この「本質的」とされた能力を欠いた

人々を劣った者とラベリングすることで，人々を優

位化／劣位化する．このようなかたちで特定の能力

の選好とそれに伴う優位化／劣位化をもたらす「一

連の信念，プロセス，実践」（Wolbring 2008：252）

がエイブリズムだとWolbringは考えるのである． 

 Campbellはエイブリズムを（「完璧で，種的に典型

的であり，したがって本質的で完全な人間として投

影される特定の種類の自己と身体（身体基準）を生

み出す信念，プロセス，および実践のネットワーク」

（Campbell 2009（：5）と定義する．そして，エイブリ

ズムには 2つの核となる要素があるとする．それは

「規範的なものという
．．．

観念
．．
（（the notion of）（および個

人の規範化）」と「完全化・自然化された人間性と，

異常で，考えられない，擬似人間的でハイブリッド

なもの，つまり非人間性との間に，構成的
．．．

な
．
分離
．．

（constitutional divide）を強制すること」（Campbell 

2009（：6）である．Campbellによると，エイブリズム

は（「種的に典型的な身体（（科学）」，（「規範的な市民（（政

治理論）」，「合理的な人間（法）」といった人間像を

規範化するが，この人間像自体が（「政治構造（（political 

constitution）の結果であり手段」（Campbell 2009（：6）

である．すなわち，このような人間像は規範から逸

脱した（「構成的外部」（Campbell 2009（：11）としての

他者，つまり当該の規範にとって不可欠な構成要素

としての他者との二元的な区別によって形成される

のであり，そこには（「異常」を産出し，（「正常」を特

権化する政治的な力学が存在している．Campbellが

述べるように「手に負えない，非市民的な障害のあ

る身体は，確実性，支配力，自律性という男性的属

性を有する（ 真の／本質的な』人間的自己の（ 真理』

を繰り返し述べるために必要とされる」（Campbell 

2009（：11）．このようにCampbellにおいては，Wolbring

のいう「本質的」とされる「能力」は「種的に典型

的な身体」といった人間像としてより文脈特定的に

言い換えられ，エイブリズムは逸脱や異常性を語る

ことによるそうした規範や正常性の構築のプロセス

として説明される． 

 上述の議論を継承しつつ，Goodley は「人間

（human）」概念との関連からエイブリズム論を再定

式化する．Goodleyによると，現代社会では（「ある人

間たちが別の人間たちよりも危険と隣り合わせの状

況に置かれている」（（Goodley 2021（：23）．そして，あ

る者は人間らしい生活を享受し，別の者はそうした

生活を送ることができないこの状況は，一定の人々

が人間というカテゴリーから実質的に排除されてい

る事態として把握される．この意味で，現代社会に

おける人間というカテゴリーは（「ある者は受け入れ，

ある者は追い出す」（（Goodley 2021（：23）ものであり，

排除的なものである．ここでGoodleyが人間概念に

よって示そうとしているものが，まさしくエイブリ

ズムにおいて規範化される人間像であり，それはい

わば人間らしい処遇を受けるための条件となってい

るものである．Goodley は，そうした人間像はたと

えば「身体的・精神的な健常性」や「生物学的・心

理学的な安定性」，（「自立，自律，自給自足」（Goodley 

2014：23）といった能力を有するものと想定され，

「白人，健常な身体，異性愛規範，高収入，資産所

有，WENA（（西欧（・北米），WASP（（白人（・アングロ

サクソン・プロテスタント）」といった要素としばし

ば結びつけられる「インターセクショナルに統合さ

れた社会的理想」（Goodley 2017：56-7）であるとす

る．Goodley は，現代社会は上記のような諸要素を

有する特定の人々に有利に編成され，そうした人々

が特権を享受する一方，これに該当しない人々が他

者化され，排除・周縁化を被っていることを問題視

する．こうした見方から，Goodleyにおいては（「エイ

ブリズムとは，多くの（価値が低いとされる）他者
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（Other）に対するインターセクショナルな同様さ

（intersectional Same）として概念化できる」（（Goodley 

2017：57）ものとなる． 

 もっとも，特権を有していると想定される人々が

必ずしもこれらの諸要素を網羅的に有しているわけ

ではない．上記のような理念型は「誰もそこに到達

することのない理想」（Goodley and Lawthom 2019：

235）である．しかし，理想的な人間像にとっての（「他

者」（障害者はその一つの典型である）へと転落する

ことの恐怖から，人々はエイブリズム的な理想を承

認し，価値化し，追求する（Goodley and Lawthom 

2019：235-6）．Campbellが述べたように，自らをそ

れに同一化することに恐怖を覚える対象として異常

性を語ることにより，こうした正常性が確立され，

不断にその価値が再確認されるのである．また，上

記の諸要素はそれぞれ二元論の両極の一方をなす

（たとえば健常な身体は障害のある身体と対比され

る）ものであるが，人々は実際にはその二元論の両

極の間に生きていると考えられることをGoodleyは

認めている．にもかかわらずこうした二元論を採用

するのは，実際に人々が分断され，社会的に包摂／

排除されているリアリティを，いわば構築されたも

のとしての二元性を捉えるために分析的区別が重要

だからである（Goodley 2018：7-8）． 

 以上のように，Goodley においては，エイブリズ

ムとはインターセクショナルな社会的理想としての

「人間」とその「他者」の構築，それに関わる一連

の言説的・実践的展開を指す．それがさまざまなカ

テゴリーにおける優位化／劣位化，規範化／逸脱化

に関わるものであるからこそ，この議論は「セック

ス，ジェンダー，クィア，ディス／アビリティ，反

資本主義，労働者階級の労働組合，反レイシズム，

市民権」（Goodley 2017（：57）などの問題に関わるさ

まざまなマイノリティがエイブリズム批判において

連帯する契機をもたらすという． 

 Goodley がとくに念頭に置くのは近年のネオリベ

ラリズムの展開である．（「フレキシビリティ，臨時雇

用化，労働準備性，生産性」に特徴づけられるネオ

リベラリズムは，エイブリズムが理想とする「順応

性があり，自給自足的で，自律的な，働く個人」

（Goodley and Lawthom 2019：236）を要請する．エ

イブリズムはネオリベラリズムという物質的基盤の

もとで盤石となる．両者の相互補完関係は「ネオリ

ベラル−エイブリズム（（neoliberal-ableism）」（Goodley 

and Lawthom 2019：236）として概念化される．

Goodley はネオリベラル−エイブリズムのもとで理

想化される人間観がきわめて狭く，（「（ 他者化された〕

多数派よりも 特権を有する〕少数派を祝福」する

ものであり，（「人類の多種多様さをブルドーザーで押

しつぶす」（Goodley, Lawthom and Runswick-Cole 

2014（：981）ようなものであるとし，そうして人々を

分断していく動向をエイブリズムの視角から批判す

るのである． 

 上記の一連の議論から，エイブリズム論の基本的

な視座を次のように整理できる．エイブリズムとは，

障害（／健常）に限らずさまざまな社会的カテゴリ

ーに関わり，規範／逸脱，正常／異常を二元的に構

築し，その境界線（／）のもとで人々を分断するプ

ロセスである．とりわけ現代社会においては，さま

ざまな（各カテゴリーに関わる個別の）局面におい

て規範化された諸要素はインターセクショナルに統

合され，一つの社会的理想像へと収斂しており，そ

の結果，理想を体現する「人間」とそうでない「非

人間」との分断を生じさせている．（「人間」概念がイ

ンターセクショナルな理想像であるからこそ，それ

ぞれの局面においてそれぞれの仕方で排除されたマ

イノリティは，（「狭い」理想から排除された者として，

その「狭い」人間像に対して他のマイノリティとと

もに同一の視角から批判を提起することができる 2)． 

4. ネオリベラリズムの経験とエイブリズム批判

4-1. イギリスの経験

イギリスの社会政策は一般に，従来型の再分配パ

ラダイムから社会的投資パラダイムへと変化し，そ

れに伴い政策上の問題設定やそれと結びついた市民

的規範も変化してきたとされる（田中 2016）．対し

て，ネオリベラリズム研究の視点からはこの展開は

次のように読み解かれる．イギリスのネオリベラリ

ズムは，1970年代のサッチャー保守党政権に象徴さ

れる規制緩和と解体的傾向を特徴とする（「撤退（（roll-
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back）」型から，1997年からのブレア労働党政権期以

降における新たな規制改革と国家構築を特徴とする

「展開（roll-out）」型へと変化してきた（Peck and 

Tickell 2002）．サッチャー政権期からの展開では従来

の福祉国家における社会権に基づく事後的補償とし

ての社会的補償の削減がおもにみられてきたのに対

して，ブレア政権期からの展開では（「第三の道（（Third 

Way）」，（「福祉から就労へ（（Welfare to Work）」のスロ

ーガンに象徴されるように，社会的投資の観点から

の予防的アプローチとして就労支援を軸とする福祉

政策が実施されてきた．さらに，2010年からのキャ

メロン保守党・自民党連立政権は就労自立促進の路

線のもとで「懲罰化」の傾向を強めるとともに，再

び「撤退」的要素をも兼ね備えるようになった（二

宮 2019）．サッチャーに始まりニューレイバーより

本格化する一連の改革を特徴づけるのは福祉コンデ

ィショナリティ（福祉受給の条件づけ）の強化であ

り（阪野 2019），それが前提にするのは「救済に値

する／値しないの区別」（鈴木 2019：21）のもとで

人を判別する思想である．このような福祉コンディ

ショナリティの強化のなかで，福祉給付は従来のよ

うに当人の状況やニーズに基づいた「保護」から当

人の「行動変容」を促すしくみへと変化してきてお

り，その背景には「その社会が人びとにどのような

市民であることを求めているのか」，つまり（「シティ

ズンシップの変容」が認められる（平野 2024）．ネ

オリベラリズム時代の新たなシティズンシップは，

「自活と就労」の責任を果たすか，あるいはその意

思があるとされた者のみを救済に値する「市民」と

みなす状況を生じさせている（平野 2024：35）． 

 以上の整理に基づき，福祉コンディショナリティ

の強化を中心とする政策的・政治的変化がどのよう

な論理によって推進され，誰を，どのように包摂／

排除するものであったのかを問うことで，イギリス

のネオリベラリズムの展開において誰が，どのよう

に規範化／逸脱化されてきたのかを明らかにするこ

とができると考えられる． 

 イギリスにおける福祉コンディショナリティ強化

の傾向はサッチャー政権期の「ワークフェア

（Workfare）」改革に端を発している．サッチャー政

権期に導入された「若年者訓練事業（Youth Training 

Scheme）」や「地域就労事業（Community Enterprise 

Programme）」といった一連の職業訓練プログラムは，

プログラムへの参加を失業給付の受給要件とするも

のであり，雇用政策と福祉政策を連動させる契機と

して重要な意味をもった（阪野 2019：53）．また，

次期メイジャー政権期に導入された「求職者手当

（Jobseeker’s Allowance）」は，失業給付と所得補助を

統合し，就労指導の対象となる失業者をその他の給

付体系から制度的に分離することで就労義務性を強

化するものとなった（二宮 2019：7）． 

 この枠組みを継承しつつ，福祉コンディショナリ

ティを本格的に制度化したのがニューレイバーであ

る．その中心的な政策として，就業困難者の雇用可

能性を高めることを目的に，当初若年層を対象とし

て導入され，後に対象拡大がなされた「ニューディ

ール（（New Deal）」は，一定期間失業状態にある者に

対し，集中的な就労指導を受けること，それでも就

労できなかった場合には 4種類の就労・職業訓練の

うちいずれかに参加することを義務づけ，これに従

わない場合には失業給付停止のペナルティを課すな

どするものである．こうした施策を通じて就労義務

性を強化する一方で，ニューレイバーは一律の「全

国最低賃金（（National Minimum Wage）」を導入し，（「勤

労世帯タックス・クレジット（Working Family Tax 

Credit）」をはじめとする各種の税額控除（所得控除

の枠組みをとりつつも課税最低限を下回る場合には

給付が行われる仕組み）を採用することで，貧困層

へ一定の再分配を行いつつ，その就労意欲を高める

施策を実施している．失業問題への事後的対処とし

てワークフェアを推進したサッチャー政権とは異な

り，ニューレイバーの一連の施策は，雇用の欠如に

よる社会的排除に社会的投資による包摂をもって対

処するための「社会統合主義」的アプローチとして

積極的な視座のもとで行われた点で，福祉コンディ

ショナリティをめぐる新たな社会的布置を形成する

契機となった（阪野 2019：56）． 

 政権後期においてニューレイバーは，従来，就労

困難層として就労要件を免除されてきたひとり親や

障害者に対し，就労義務性を強化する施策を展開し
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ている．ひとり親に対しては，所得補助の申請要件

となる子どもの年齢を段階的に引き下げることで，

就労すべきひとり親の範囲を拡大するなどしてきた．

障害者に関しては，2008年に従来の（「就労不能給付

（Incapacity Benefit）」に代えて（「雇用（・生活支援手当

（Employment and Support Allowance）」を新たに導入

し，申請者に「労働能力評価（Work Capability 

Assessment）」を課した．これは従来のように健康問

題をめぐる観点ではなく，就労可能性の観点から受

給を条件づける枠組みの形成を意味した（阪野

2019：55）． 

 ニューレイバーは，社会的排除への対抗戦略を積

極的に打ち出しながらも，就労原則に基づいて「救

済に値する／しない」者を区別する政治を着実に遂

行してきた．その社会的包摂戦略は，社会的補償（（従

来型の再分配）ではなく社会的投資（（就労自立促進）

を強調するものであり，従来労働党の支持基盤とな

り，社会的補償を選好する傾向のある労働者階級か

ら離れていくものでもあった（近藤 2021）．このこ

とは，中間層の支持拡大を狙ったニューレイバーに

よる意図的な政治的判断の反映であり，それは自ら

の政治的利益を代表する政党を失った「置き去りに

された人々」（今井 2019）としての労働者階級を生

み出しもした． 

 2010年に始まるキャメロン政権は，ニューレイバ

ーの枠組みを継承しつつ，それを強化した．福祉コ

ンディショナリティとの関連で注目される制度が，

2012年の福祉改革法に伴って導入された（「ユニバー

サル・クレジット（Universal Credit）」である．各種

給付を一本化した当該制度は，従来の制度では設定

されていた受給者の就労時間制限の撤廃や就労・求

職活動の体系的な義務化，違反時の制裁の強化など

を通じ，就労促進をより強化することで，（「福祉依存

（Welfare Dependency）」（Department for Work and 

Pension 2010：9）からの脱却を推し進めようとする

ものであった． 

 とりわけ障害者については，手当等の受給者数を

制限しようとする姿勢が強く見られている．たとえ

ば，2011年 4月には（「雇用（・生活支援手当」の既存

受給者に対する全国規模での再審査が実施され，そ

れまで就労不能と判定されてきた受給者に対し就労

可能との判定が多数行われ，多くの障害者の生活に

深刻な影響を及ぼした．またたとえば，介護または

移動介助が必要な障害児者個人のための使途を限定

しない手当である（「障害者生活手当（（Disability Living 

Allowance）」に代えて 2012年の福祉改革法に伴って

導入された「個別自立手当（Personal Independence 

Payment）」は，多くの障害者の収入を低下させると

ともに，手当の受給者数を 30%近く減少させるもの

であった（Equality and Human Rights Commission 

2017：53）． 

 もっとも，キャメロン政権期においては上記のよ

うな制度的な枠内での福祉コンディショナリティの

強化が見られただけでなく，そもそも福祉サービス

自体が量的に急激に縮小している点が非常に大きな

問題とされる．増税ではなく公共支出の削減によっ

て赤字財政を解消することを目指した緊縮財政政策

（austerity）は，対GDP比 10%にまで増大した財政

赤字を一国会期（5 年間）で解消することを目標に

急激な変化をもたらした．地方自治体への財政支出

の抑制とともに，教育や医療を例外として社会保障

や福祉を含む公共サービスが主要なターゲットとな

った．公共サービスの削減の目標額は 5年間で 357

億ポンドとされ，これは 2010 年の公共サービス支

出額の 5分の 1の削減に相当した（（近藤 2015（：23）．

福祉予算のなかでは，高齢世代を対象とする年金に

ついては給付水準が比較的保障されたのに対して，

稼働世代向けの給付についてはより厳しい削減が行

われた（（二宮 2019（：9）．とくに，児童税額控除や住

宅手当のように選別主義的で貧困層にとって恩恵の

多い給付が主たる削減対象となる点で，逆進性を強

めるものであった（近藤 2015：23-4）． 

 キャメロン政権は福祉供給を量的に急激に縮小す

るとともに，受給に際してのコンディショナリティ

を強化した 3)．一連の改革は，貧困層，女性，人種

的・民族的マイノリティ，子ども，ひとり親，およ

び障害者に（「もっとも大きな打撃（（The Hardest Hit）」

を与えた（Office of the High Commissioner for Human 

Rights 2018）．この過程では，福祉受給者を（「怠け者

（shirker）」などとみなし，（「福祉依存」を公然と非難

20



する（「道徳的アンダークラス言説」（二宮 2019（：13-

4）が政権内部にほぼ一貫して見られている．キャメ

ロン政権においては「福祉に依存する怠け者と勤勉

に働いてそれを支える納税者」の対比が語られ，（「両

者のあいだに不公平な関係が存在することが示唆さ

れることで，前者に対する給付の削減やペナルティ

の強化が公平性にかなった政策として正当化される」

（二宮 2019：15）．これに呼応するように，メディ

ア報道においても福祉受給者を「たかり屋

（scrounger）」などと呼び，他者化（・悪魔化する言説

が展開された（鈴木 2018）． 

 以上のように，イギリスにおける近年のネオリベ

ラリズムの展開では，人々の就労自立を規範化し，

それを促進する枠組みが形成され，その背面では貧

困層やひとり親，障害者をはじめとして「依存」的

とみなされた人々を他者化し，非難し，そのケアを

可能なかぎり縮小する政治が見られた．Goodleyは，

ネオリベラル−エイブリズムにおいては「自分自身

をケアし，教育し，統治する個々の市民の自己責任

に基づく自律性」（（Goodley 2014（：62）が人々に要求

されていると指摘するが，こうした自律性はまさに

先に見た就労自立の主体に求められる能力である．

そこに伴われる「個人は自分自身（とその家族）の

面倒を自分で見られる」という想定は「エイブリズ

ムの論理と結びついた世界観」（Goodley 2021：86）

であり，それができないとみなされた者の逸脱化と

排除に帰結するのである． 

4-2. エイブリズムとしての問題化 

ネオリベラリズムにおける規範化／逸脱化の展

開について，近藤の指摘は示唆に富む．いわく，イ

ギリスのネオリベラリズム改革は，すべての国民に

一様に関わるとされる医療や教育を重視する普遍

主義的志向，社会保障の受給者を一部の貧困層等に

限定するという選別主義的志向，およびその背景を

なす就労原則というイギリス福祉国家の原則を維

持するものであり，近年の展開は就労義務の強化を

伴いつつこの選別主義的な社会保障制度を縮小す

るものであった（近藤 2015）．これを踏まえれば，

現代における規範的／逸脱的な市民像は基本的に

は従来のそれを踏襲しているものの，ネオリベラリ

ズムの展開のなかで（「自活と就労」の規範から逸脱

したとみなされる人々への眼差しが懲罰的なもの

と化し，排除の動向が激化したことで，実質的にシ

ティズンシップの変容がもたらされたといえるだ

ろう．この逸脱者の位置から社会に問題提起をする

にあたって，なぜCDSにおいてエイブリズム論が

求められたのか． 

 まず，障害者の権利擁護という従来的かつ直接的

な主張が支持調達上の困難に突き当たっていたこ

とが考えられる．財政に関する（「危機論」によって

正当化された就労自立の言説を背景に，政権内外で

障害者に対する「福祉依存」者との非難が広がり，

福祉受給者に対する否定的な考えが一般市民にも

浸透するなか（（阪野 2019（：57-9），障害者へのケア

の充実を訴える声が（必要なことにもかかわらず）

受け入れられにくいことは想像に難くない．この点

で，障害とケアをめぐる政治的言説には支持調達上

有効な戦略が求められたと考えられる． 

 その際，重要になるのが包摂の批判という観点で

ある．ニューレイバーの社会的包摂アプローチを例

にとれば，社会的に排除された人々の自立を支援す

ることで包摂を実現するという考えは，「自律的，

自己統治的，自己充足的でありたくない人がいるだ

ろうか」（Goodley and Lawthom 2019（：247）とGoodley

も述べるように，「それができるに越したことはな

い」ものとして，ある種の正当性ないし（「もっとも

らしさ」を備えている．その意味で，包摂をめぐる

考えは反論の容易でない論理である．包摂の論理の

問題点は「ネオリベラリズム的寛容」（Goodley, 

Lawthom and Runswick-Cole 2014（：981（ 辰己 2022a（：

128）の概念によって示される．すなわち，包摂と

いう方策のもとで迎え入れる準備があることが表

面上は示されつつも，既存の抑圧的（・排除的な体制

は揺るがずに維持され，その体制のもとで（「救済に

値する」（体制に順応できる）とみなされた者のみ

が包摂されるという状況である．ネオリベラリズム

的寛容に基づく包摂施策のもとでは，障害者は（「自

分には本当に障害がある（（つまり福祉に依存してい

る）ことを示すか，自分は労働（競争的，攻撃的，
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不安定，低賃金で（（…）福祉給付の削減を伴う）へ

の準備ができていると強調するか」（Goodley 2014（：

10）という困難な二者択一を迫られる．このように

支配的な価値体系における排除的なカテゴリーへ

の順応か，劣位化やスティグマ化，あるいは極端な

ケースにおいては文字通りに死を受け入れるか，と

いう二者択一を迫る点にこそ，エイブリズムの問題

の核心がある．仮に自らが（「救済に値する」人にな

ったとしても，他の誰かはそうみなされず，排除さ

れるかもしれない．このことは個人の水準にとどま

らず，マイノリティ集団の水準にも当てはまる．も

し障害者が全体として（「救済に値する」とみなされ

包摂されたとしても，たとえば同様に抑圧されてき

たひとり親が（「救済に値しない」とみなされ続ける

としたら，そしてそのようにみなすことを正当化す

るならば，それは障害者自身を苦しめてきた論理を

永続させることにつながるのである 4)．それゆえ，

ネオリベラリズム的寛容に基づく包摂／排除の政

治に批判的に対峙するには，包摂という方策自体の

批判，より正確には包摂先となる領域の（「狭さ」を

問題化する言説が必要になる． 

 この地点で，障害とケアをめぐる理論的立場とし

てエイブリズム論が求められることになったと考

えられる．それは第一に，障害者というマイノリテ

ィの政治における支持調達上の困難を解消する手

がかりとなりうる．イギリスのネオリベラリズムに

おいては（「自分自身（（とその家族）の面倒を自分で

見られる」という想定が規範的な市民像の内実を占

めているが，貧困層やひとり親，障害者などのマイ

ノリティはそれぞれの事情からそれができない状

況に−−同様に−−置かれている．個別の権利擁護が

困難な状況下で，ネオリベラリズム的寛容の陥穽に

陥らずに，その政治的利益を主張し，権利保障を実

現するためには，分断された人々をつなぎ直すよう

な多数派形成の論理が必要であった．エイブリズム

論は，包摂先となる規範それ自体をさまざまなマイ

ノリティの抑圧（・排除に関わるものとして問題化す

ることで，インターセクショナルな連帯を可能にす

る視座を提供するものとして必要とされたのであ

る． 

 第二に，就労自立という規範，そこへの包摂方策

を批判するにあたっては，その「もっともらしさ」

を動揺させることが必要であり，そのためには規範

それ自体を問題化するエイブリズム論の視座が必

要であった．Goodley は，ネオリベラル−エイブリ

ズムにおいて就労自立を求める市場的な世界観と

その基盤となる身体的（・精神的な健常性という理想

があたかも所与のものであるかのように「自然化」

（Goodley 2014（：29）されていると述べている．そ

して，その「自然さ」の虚構性を暴露し，「個々の

人に対して人間の地位を与えたり拒んだりする身

体と精神の基準を拒否しなければならない」

（Goodley and Lawthom 2019（：246）と説く．もっと

もらしく正当化（・価値化されたものが多くの人々の

支持を調達している状況下で，当の正当化（・価値化

されたものそれ自体の不自然さを際立たせること

ができるような言説としてエイブリズム論が必要

とされたのである．エイブリズム論は，人々を人間

／非人間へと分断する規範／逸脱の境界線がそれ

自体構築されたものであることを明らかにするこ

とで，既存のルール設定の自明性を動揺させる．そ

の際，障害者のみならず他のマイノリティにも関わ

るものとして人間／非人間の分断を問題化する視

座は，先述のように単純に数としての政治的な力を

形成することにつながるにとどまらず，既存のルー

ル設定の不当性をより際立たせ，いわゆる（「普通の

（規範的）イギリス市民」に関する既存の理解がき

わめて（「狭い」ことを十分な説得力をもって問題化

することにもつながるものである．それはあたかも，

貧困（・格差が拡大するなかごく少数の富裕層が富の

大半を所有していることを問題化した（「ウォール街

を占拠せよ（（Occupy Wall Street）」運動における（「私

たちが 99%だ（We are the 99%）」の構図のように，

人々をつなぎ直すことで「 他者化された〕多数派

よりも（ 特権を有する〕少数派を祝福」するような

ルール設定自体に問題を提起する試みだといえよ

う 5)． 

5. 結論

イギリスの経験から見えてきたのは，CDSのエイ
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ブリズム論が，ある者を救済・包摂に値するとし，

別の者をそうではないとして排除することで人々を

分断していく諸力，その現実的諸条件に対する厳然

たる批判として提起されてきたことである．この問

題化の視角を重視するならば，エイブリズム論は，

能力主義論と呼ぶべき視角よりも，むしろ市民とし

てのメンバーシップたるシティズンシップをめぐる

議論（（岡部 2019）と親和的なものと考えられる．こ

の考えは理論的検討に基づいてエイブリズム論を二

元的カテゴリーの構築と関わる議論と捉えた先行研

究の見解を支持するものであり，当該視角から日本

におけるエイブリズム研究を発展させる足がかりに

なると思われる． 

 また，多様なマイノリティに関わるものとして規

範を問題化するその視角は，政治的多数派形成の戦

略であるにとどまらず，規範の「不自然さ」を際立

たせ，説得力をもってそれを動揺させる意味合いの

あるものであった．桜井（2016）は，日本の市民運

動が個別にテーマ化された権利を守る運動へと拡散

する一方で個々の問題の背景にある共通の社会的課

題を問題化する視角が後景化してきたことを指摘し

ているが，上記の視角は規範自体に焦点化するもの

として，このような「共通の課題」を前景化させる

意義を有しているといえるだろう． 

 なお，本稿ではGoodleyの議論を軸にエイブリズ

ム論の基本的な問題視角を描き出すことを重視した

ことから，「強制的な健常性（Compulsory Able-

Bodiedness）」（（McRuer 2006）などの関連概念の十分

な検討や，他の論者による発展的な議論の検討を行

うことができなかった．今後の課題としたい． 

付記 

 本研究は北海道社会福祉学会研究助成事業（2023

年度）の研究成果である．また，本研究の一部は日

本社会福祉学会第 72 回秋季大会での発表内容をも

とにしている． 

注 

1） 本研究は一般社団法人日本社会福祉学会研究倫

理規程および研究倫理規程にもとづく研究ガイ

ドラインを遵守している． 

2） アメリカにおける Disability Justiceの提起，そ

の際に念頭に置かれるエイブリズムも内容的に

重なるものである（田中 2022）． 

3） 一連の政策の帰結については（「制裁措置の拡大

と厳格化が受給者の就労を促進しないまま，給付

からの離脱と，結果的に社会的排除を促している」

（阪野 2019：63）と指摘される．とくに障害者

への影響について詳述した代表的なものとして

Ryan（2020）の著作がある． 

4） 実際，GoodleyはイギリスのEU離脱（（Brexit）

がそのような展開の結果として生じたと論じて

いる（Goodley and Lawthom 2019）． 

5） ただし，エイブリズム論に即していえば，

Goodley は逸脱者として排除された人々のみな

らず規範的な市民自身もエイブリズムによる苦

難を経験していることに言及している（Goodley 

and Lawthom 2019（：236）．その意味で，理論上の

「敵」は（「特権を有する人々」ではなく，人々の

分断を生じさせる「社会」である． 
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【論文】

ケガレ論をもとにしたひきこもり現象の解釈

Interpretation of the Social Withdrawal Phenomenon Based on “Kegare” Theory 

牧田 俊樹（北星学園大学 社会福祉学部 非常勤講師）

要旨

 ひきこもりが一般に語られ出してきた．しかし，ひきこもりはもっと多様な解釈を受け入れる現

象なのではないか．先行研究において，ケガレ（ケ枯れ，穢れ）という観点からひきこもりを解釈

したものは皆無と言ってよい．そこで本稿は，ケガレ論を背景にひきこもり現象を新たに解釈する

こと，そこからひきこもりの向かう先を示唆することを目的とする．結果，本稿では，ひきこもり

現象を，まずケ枯レ状態から回復するためになされる籠りに相当すると解釈した．そのうえで，ひ

きこもりをリミナルな状態として捉え，穢れには相当しないが，ケガレ論を応用し，その向かう先

を示唆した．中でもひきこもりの向かう先として重要と考えられるのは，無秩序に目をむけること，

そして，そこから既存の社会秩序を再構成することであった．

Key Words : ひきこもり，ケガレ，リミナリティ，秩序，無秩序 

Ⅰ．問題意識と目的 

 ひきこもりが一般に語られ出してきた．ひきこも

り経験者（ひきこもっている／いた人），親や兄弟，

ジャーナリスト，研究者等様々な人がひきこもりに

ついて語る．しかし語り手はいて，それぞれが尊重

すべき語りであるが，バリエーションが少ないよう

に思われる．ひきこもりはもっと多様な解釈を受け

入れる現象なのではないか．近年のひきこもり現象

を理論的に解釈した論考に焦点を当てると，対人関

係に主眼を置き，それを個人，家族，社会という 3
つのシステムに分け，その悪循環としてひきこもり

を描き出したもの（斎藤 2020），対人関係や就労を

ゴールとするひきこもり支援を疑問視し，存在論的

不安を手掛かりとしてひきこもりの向かう先を論じ

たもの（石川 2007），ひきこもり経験者，家族，行

政等にとってのひきこもり経験について社会学的に

考察したもの（関水 2016），ハイデガー，ダント，

大澤真幸等の論考を参照しながらひきこもりについ

て実存論的解釈をしたもの（木村 2021），ひきこも

り経験を現象学的に解釈したもの（小田切 2022）
等がある．しかし，上述したものに，ケガレ論から

ひきこもりを解釈したものは見られない． 

そこで，まず，ケガレという社会福祉学で扱わ

れることが稀な概念について，その研究史を本稿と

関連のある範囲で簡潔に説明する．その際，ケガレ

論を大きく民俗学のものと，文化人類学のものに分

けることは理解の手助けとなるであろう．日本民俗

学のケガレ論は，波平と桜井の議論から始まった

（新谷 2007：114）．それ以前は，柳田によって日

本常民の生活律を，ハレとケ，つまり聖・俗の二項

対立の原理で捉えることができるというのが通説で

あった（桜井1982；桜井1984）．この聖・俗の二項

対立はデュルケムに由来するものであり，波平はこ

れを踏まえ，ケガレ概念を導入することにより，ハ

レ・ケ・ケガレという三つの概念の間の三つの相互

対置を分析概念として，日本の村落の民間信仰の構

造を明らかにした（波平1974；桜井1984）．一方桜

井は，「ケ・ケガレ・ハレの三極構造」（桜井 2001）
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を提唱し，この三極が対置・対立ではなく「融通自

在な，相互転換性」を有しているとし，波平に反論

したのである．この桜井説を独自に発展させたのが

宮田である（宮田 2012）．また伊藤もハレとケの

「相互転換性」の原理を提示し，波平の対置・対立

に反論した（伊藤 1990）．それに対して，薗田はデ

ュルケムの二元論は伊藤のものに矛盾しないと述べ，

聖俗二元論の擁護をしている（薗田 1977）．次に文

化人類学のケガレ論は，へネップが通過儀礼につい

て論じる際に使用したリミナリティという概念（後

にターナー等よって発展させられる（Turner＝
1976））を用い（Gennep＝2012），汚穢としてのケ

ガレを探究したダグラスの理論を中心として展開さ

れる（新谷 2007：115）．ダグラスは，その理論に

よって，多様な民族の祭式や儀礼の構造を明らかに

し，宇宙論的考察まで行っている（Douglas＝
2009）．なお，ここで記述したケ・ケガレ・ハレや

リミナリティは，多義的なものであり，それが使用

されている文脈から分離して提示することは困難で

あるため，本文中でその都度示すこととする．

ではなぜ，ケガレ論からひきこもりを解釈する

のか．そのわけは，ひきこもり経験者にとって有用

なひきこもりの語りのバリエーションを増やすこと

に加え（そのことによってひきこもり経験者は自ら

に適した語りをより多くの選択肢から選択すること

ができる），上記の桜井およびその周辺の議論が、

ひきこもりの原因の一つと考えられる「疲労」・「エ

ネルギーの枯渇」を、ダグラスの議論がひきこもり

という「リミナルな状態」（どっちつかずの状態）

を的確に説明し，その向かう先を示唆することがで

きると考えるからである．

このような問題意識のもと，本稿は，ケガレ論

を背景にひきこもり現象を新たに解釈すること，そ

して，そこからひきこもりの向かう先を示唆するこ

とを目的とする．

方法は，ケガレに関する文献とひきこもりに関

する文献，特にひきこもり経験者の手記との照らし

合わせを行い，ケガレとひきこもりの関連性をあぶ

りだし，論を展開するというものである．

本稿の意義である．まず学術的意義は，ケガレ

論をもとにしてひきこもり解釈を展開した論考はこ

れまでみられないため，ひきこもり研究に新たな視

点を加えることとなる．ダグラスのケガレ論から導

き出される結論は，一見すると社会構築主義的アプ

ローチからのそれと類似しており，独自性はないと

思われるかもしれない．しかし類似の結論に至った

としても，本稿の結論の一部は，これまで試みられ

たことのないダグラスのケガレ論を構成する言語体

系から導き出されたもので，全く同一の結論に至る

ことはあり得ず，実際それを導き出すプロセスには

独自性があると言える．そしてこれと関連するが，

実践的な意義は，ケガレという観点からひきこもり

を排除する既存の社会の体系的秩序に疑いを向け，

ひきこもりが一つの生のあり方として認められる社

会を再構成するための足場を築くことにある．この

再構成は，社会構築主義も含めたさまざまなアプロ

ーチから社会の帰責性を執拗に問うことでなされる

ものであり，本稿のケガレ論からのひきこもり解釈

は，その再構成の一助となることができると考える．

最後に本稿は，ひきこもりを，主に家で，就労

を含む「社会的活動」をせずに，一定期間（時折外

出する場合も含む）他者と関わらず（特定の他者と

だけの関わり，不特定多数の他者との一時的関わり

は除外する），こもっている状態という緩やかな定

義を用いる．というのもひきこもりが定義できない

曖昧さをもっているということこそが，ケガレとの

関係を論じる上で不可欠であり，またそれ故にひき

こもりの向かう先を示唆することができるからであ

る．加えて「ケガレ」は広く「ケ枯レ」，「穢れ」を

含むものとする．

なお，本稿のケガレ論をもとにした記述はひき

こもり現象全般を解釈するものではなく，その一部

を解釈する可能性を有する記述であることは明示し

ておく． 

Ⅱ．分析 

１．ケ枯レから回復するためにひきこもる 

(１) 疲労・エネルギーの枯渇としてのケガレ
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ひきこもり経験者は，なぜひきこもるのか．そ

のわけは多様である．一つの論考でそれらを網羅す

ることは困難であろう．そこで本節では，その中の

一つと考えられるエネルギーの枯渇，疲労に焦点を

当てる．ひきこもり経験者の聞は，ひきこもりに至

る過程を以下のように描写している． 

 学校や家庭の環境に適応するだけで精一杯だ

った．いつも何かが起き続けて，用意され続

けてきた．自分はその一つ一つに対処して，

しのぐだけで手一杯だった……そしてやがて

限界がきた……疲れたともいえる
．．．．．．．．

．絶望した

ともいえる．事態に手がつけられなくなった

ともいえる．自分を抑える限界を超したとも

いえる……誰とも会う気力もなく，何かをす

る意欲もない，ただひたすらエネルギーが溜
．．．．．．．．．．．．．

まるのをじっと待つしかなかった
．．．．．．．．．．．．．．．

．身動きす
．．．．

れば漏れだし
．．．．．．

，消費も激しいからだ
．．．．．．．．．

．気がつ

けば，周囲からひきこもりと言われる状態で

あった．（聞2005：115，傍点筆者）

ひきこもり論において，上記の疲労やエネルギ

ーの枯渇という点は，意外なほど看過されているよ

うに思われる．対人関係（斎藤2020）やカテゴリ

ー論（石川2007），実存的不安等（木村2021；石

川2007）から解釈されるひきこもり論はあるが，

気やエネルギーの衰退となると，そこに焦点を当て

掘り下げた理論研究はあまりみられない．しかし，

ケガレ論を参照すると，気の枯渇とひきこもりは他

の要素抜きで単純に結びつくようなものではないこ

とがわかる．これを明らかにするために，ケガレと

気・エネルギーの枯渇がどのような関係にあるかを

みていく． 

 一般的にケガレというと汚いものが感染するとい

うイメージを持つのではないだろうか．しかし桜井

は，ケガレとは本来「ケ枯（渇・涸）れ」であった

のではないかと推測する．そして，「ケ」を「気」，

農業生産を可能ならしめるエネルギー源としての

気，稲を成長させたり実らせたりする根源的な霊力

であったとみるのである（桜井1982）．この「気」

について，宮田は，気は人間の生命力の源泉に当た

るものであり，人間の体内を巡っていて，それが滞

ると，気の力が衰弱すると述べ，そのような状態を

「気離れ」と呼称している（宮田2012：53）．一方

でケとは，日常性または日常態を示す言葉でもあ

る．日常態のケの持続には，ダイナミックなきわめ

て多量のエネルギーを必要とする．つまり気が必要

なのである．そしてそのエネルギー源，気の確保な

いし補強のために「ハレ」という行事が必要とされ

る．ここでいうハレとは，ケの日常性を持続させる

目的を意図して設けられるものであり，共同体の日

常生活から隔離された物忌・精進もまたハレの場で

ある．では，ケのエネルギーを減退させる要因，つ

まりケ枯（渇・涸・離）レる要因は何であろうか．

桜井は二つ挙げる．一つは，日常の労働や生活の持

続からくる自然的衰退であり，もう一つは禍厄や病

魔，災害の襲来によってもたらせられる不時の減退

要因である（桜井1982）．
日常態であり同時に気であるケは，日常態維持

のために絶えずエネルギーを使うため，日常生活の

持続によりケ枯（渇・涸・離）レ（以下まとめてケ

枯レ）てくるのである．一方で，不時の災厄もまた

ケ枯レをもたらす．このようなケが枯レてきて日常

的活動を十分になしえない状況では，日常生活がフ

ルに機能しない．そこからケに活力を提供するハレ

の賦活儀礼が企てられるのである．結果，ハレ行事

の施行によってケの活力が充足すると，ケは従前の

ごとく働き，再び日常態の持続が可能となる．そし

てこの循環が続けられる（桜井1982）．
このケガレの桜井説をみると，ひきこもり現象

の輪郭が浮かび上がってくる．先ほどの聞の記述を

参照しながらケガレと関連付けてみると，まず，学

校や家庭環境という日常生活を維持していくために

は，絶えずエネルギーを使う．例えば，それは外界

への過敏性故かもしれないし，過度の負担を強いて

くる劣悪な環境のためであるかもしれない．関水の

調査協力者の不登校・ひきこもり経験者であるC
さんもまた，教室に「いたくないというか，いられ
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なかった」ことを振り返り，「ほんとうに，エンジ

ンというかエネルギーが持たなくなっちゃう」と表

現している（関水2016：342）．これは，石川の調

査協力者であるひきこもり経験者のCさんのよう

に「もう，疲れちゃって，限界だってなっちゃっ

て」（石川2007：111）というような簡潔な言い回

しによって表現される場合もあろう．一方で，徐々

に衰退していくのではなく，突然何らかの出来事を

きっかけにひきこもってしまう場合も考えられる．

それは友人の裏切りや，ある種の屈辱的な出来事，

または当人にしかわからない事情であるかも知れな

い．その場合は，その何らかの出来事が不時の減退

要因として働き，ケ枯レてしまう．どちらの場合に

せよ，ケ枯レた状態では，「気力」も「意欲」もわ

かず，結果として日常生活は機能しなくなる．そこ

で気を賦活するハレ空間が求められる．桜井による

とハレ空間には，共同体の日常生活から隔離された

物忌・精進も含まれるのであった．実際，ひきこも

りは聞によって「世界から遮断された生活」と表現

されている（聞2005：21）．社会からのつながりを

断ち，隔離された家・部屋にこもることでハレ空間

を現出させ，気を充足し，日常態に戻ろうとする．

これは「ただひたすらエネルギーが溜まるのをじっ

と待つしかなかった，身動きすれば漏れ出し，消費

も激しいからだ」という言葉に表れているように思

われる．これを踏まえると，ケ枯レによるひきこも

りは，日常誰に起こってもおかしくはない事態と想

定できる．ひとまず，桜井説をもとにひきこもりと

ケ枯レの関連を考察すると，このような全体像がみ

えてくる． 

一方で，「『消耗』と『枯れ』とは質を異にす

る．『消耗』の場合，減ることであり後からいくら

でも消失した部分を継ぎ足すことは可能である．し

かし，「枯れ」の場合，そこには完全な『死』のイ

メージがつきまとう．『枯れ』と『消耗』は，次元

を異にする言葉であり，前者を後者で説明すること

は難しい」（近藤1997：253）という近藤による見

解もある．しかしこれは，「通過儀礼を考察する場

合，常に『死と再生』を念頭に置く必要があり」

（近藤1997：254）と言っているように，主に通過

儀礼を射程としたものであり，本稿は後述するが通

過儀礼としてのひきこもりを論じたものではない．

したがって，日常の労働や生活の持続からくる自然

的衰退によるひきこもりについての考察を可能にす

る桜井説を採用する．ではなぜこのような齟齬が生

じたのだろうか．おそらく自らの理論を導き出し

た，もしくは適用した現象の相違のためではないだ

ろうか．桜井は，「年中行事とくに祭礼を念頭」（近

藤1997：254）においた．それに対し，近藤は誕

生・婚姻・葬送という「通過儀礼に即してその（桜

井説の）有効性を検証」したのである．（近藤

1997：254，カッコ内筆者）．しかし，本稿は気枯

れがそれに関するあらゆる現象を解釈できるグラン

ドセオリーとは考えておらず，扱う現象ごとに，用

いるセオリーを使い分ける必要があると考えるもの

である．  

(２) 籠りとひきこもり

「忌む」とは，「忌避する」ことである．ハレの

場である「祭り」に関して，薗田は「祭りに当たっ

ては俗なる状態が強くケ枯レと意識されるからこ

そ，特に俗を忌んで籠り（忌籠り），心身の俗性を

ケガレとして積極的に祓い清める（斎戒）過程が要

請される」（薗田1977：88）と述べている．また，

忌籠りが祭りの準備段階で，日常的存在秩序の延長

線上，即ちケ軸の線上にあり，その最終段階では，

ケなる日常的地平において最もケ枯レタ状態に極ま

るとも述べる（薗田1977：89）．つまり薗田の論に

おいて，忌籠りはケガレの故になされるが，それは

ハレの場への移行の準備段階であり，最終的には最

もケ枯レた状態になると解釈されるのである．「こ

のような状態が続けば，やがて疲れ果てててエネル

ギーも枯渇する．そうなったら気絶して寝る．起き

たらまた繰り返す．こうして一日一日が過ぎ去って

いった」（聞2005：29）．聞がこのように述べるの

は，潜在的にハレの場の現出を求め忌籠りをする

が，いまだそれは叶わず，ケという日常的地平で最

もケ枯レた状態へと向かっていると解釈することが
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できるのではないだろうか．これは次の記述にも表

れているように思われる．「なんとか力を取り戻そ

うと，身も心も引き締めてボルテージを高めようと

しても，体中のすきまからエネルギーが流出してい

く．力が湧かないのではなく，湧いた力が溜まらず

に流れ出すのだ」（聞2005：37）．すると，ひきこ

もりは忌籠りに相当し，忌籠りそのものはハレの場

ではなく，ハレの場の現出の準備段階であると解す

るのが適当ではないだろうか．ケ枯レからケへと回

復しようと，ケ枯レながらひきこもることによっ

て，ハレ空間に至ろうとしているのである．ケ枯レ

からケへ立ち戻るには，ハレ軸なる異次元の非凡な

存在秩序を構成しなければならない（薗田1977：
90）．
しかし，一般的な住居に異次元のハレ空間は現

出するのだろうか．薗田は述べる．「民家という普

段は俗なる居住空間も，ケ軸という存在秩序に拠る

からこそ俗なる生活空間なのであって，祭りが来て

ハレ軸なる存在秩序が働けば，民家は浄化するだけ

で神聖な祭場」（薗田1977：90）となり得る．すな

わち一般的な居住空間でも祭りが来ればハレの場は

現出するのである． 

しかし結論から言うと，ひきこもりにおいて，

ハレの場はいつまでも現出しない．祭りは行われ

ず，ひきこもりの場は，ハレの場にはならない．聞

はひきこもってからの日常が落ち着いて来たと思わ

れたときを振り返り，次のように述べている．「回

復してきた兆しかも知れないが，実情は回復とはほ

ど遠く，むしろ様態が変化しただけ，別の問題状態

に移行しただけのような感じであった．ではどのよ

うな新しい問題が生じてきたかというと，認識の激

変であった．今まで，自然でありきたりの出来事だ

ったことがすべて不自然で特殊なことのように思え

てきたのである．日常のあらゆる物事が別世界の出

来事のように感じられてしまうようになった」（聞

2005：33）．この記述は一見すると，「認識の激

変」，「自然でありきたりの出来事だったことがすべ

て不自然で特殊なことように」，「別世界の出来事の

ように」などから，ハレ空間の現出と思われるかも

しれない．しかし，これはあくまで別世界の出来事

の「ように」なのである．ハレ空間の現出による日

常態への回復ではなく，「実情は回復とはほど遠」

かったのである．したがってこの別世界は日常の次

元の延長にすぎないと捉えることができそうであ

る．これをより詳しくみていく． 

「祭りは一般に非日常的世界の象徴的行為とい

われている」（伊藤 1990：58）．祭りは，ハレの場

であり，伊藤によるとそれは，「超日常的世界」と

「反日常的世界」に分けることができる．前者にお

いては，日常生活を規制する世俗的秩序が極度に凝

集し，その規範が一段と強化される
．．．．．．．．．．．．．

．これを「祭儀」

と呼ぶ．後者においては，その逆に，世俗的秩序が

拡散され，その規範がなしくずしにされると同時に，

世俗的秩序が裏返しにされ，別の秩序が新たに生成
．．．．．．．．．．

される
．．．

．これを「祝祭」と呼ぶ．超日常的世界に参

加するうえで，人びとは心身をきよめるために精進

潔斎をする忌籠りをし，これは祭儀の必要条件であ

る．一方で，反日常的世界に参加するうえでも，一

般の人びとから隔離し，一定の期間日常生活を離れ

て過ごすことを義務付けられる（伊藤 1990）．これ

らの「忌籠り」，「離れて過ごす」ことは上でみたよ

うにひきこもりに相当すると解釈できるであろう．

そのうえで，先の薗田とは異なる指摘がなされる． 

忌籠りによって……浄と不浄の分離が積極

的におしすすめられる．そして不浄がすっか

り排除されて，浄化した段階で超自然的存在

と交流する資格が獲得される．したがって，

忌籠りの期間とその場所は，浄と不浄の境界

状況ということになろう．祭儀に参加するも

のは，こうした境界状況に積極的に身を置く

ことによって浄化を完了させ，超自然的存在

とのコミュニケーションをはかる．日常的世

界から超日常的世界への移行は，こうした忌

籠りという境界状況を媒介することによって

達成される．（伊藤1990：65）

これは，反日常世界についても言えることであ
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る．なぜなら両者は「その構造のうえではさしたる

違いがない」（伊藤 1990：65）からである．それよ

りもここで重要なのは，忌籠りや離れて過ごすこと

が，浄と不浄の「境界状況」だということである．

ここでいう浄はハレに置き換えて問題ない．一方，

不浄は一般的に穢れとするのが適当であるが，「イ

ンピュアー（不浄）なケガレというものと……生命

のエネルギーが枯れた状態のケガレ（ケ枯レ）とい

うものは，確かにつながるんではないだろうか」

（桜井ほか 1984：53，カッコ内筆者）という仮説

を採用すると，ケ枯レに置き換えても差し支えない

と考える．どちらにしてもひきこもりが境界状況で

あることに変わりはないのである．人々から離れて

籠っている状態は，ハレへの移行もなされず，かと

いってケ枯レのみで説明することもできぬ中途半端

な状態なのである．これをひきこもりに当てはめる

と，先のひきこもりがケという日常的地平で最もケ

枯レた状態へと向かっているという解釈は再構成さ

れる必要がある．

まず，ひきこもりがハレの場の現出の準備段階

ということに変わりはない．しかしそれは日常の次

元の延長とはいえず，ハレともケ枯レともつかぬ境

界状況なのである（ただし，この境界状況から自然

にハレ空間への移行はなされないであろう．そこに

は何らかの儀式が必要と考える）．すると先にみた

聞の「認識の激変」，「自然でありきたりの出来事だ

ったことがすべて不自然で特殊なことように」，「別

世界の出来事のように」等の記述は，やはりハレ空

間を仄めかし，一方で，ハレ空間は現出せず，「実

情は回復とはほど遠」い，ケ枯レた状態でもあると

解釈することができる．先の解釈では，ハレ空間の

不在にのみ焦点を当て，ハレ空間の仄めかしを単純

に切り捨ててしまったという点で，こちらの解釈に

は劣る．そして，ここで新たに導入されたひきこも

りという境界状況こそ，後述する浄・不浄を絡めた

カテゴリー論に大きく影響するのである． 

ではなぜ，ひきこもり空間はそのままハレ空間

へ移行できないのであろうか．桜井は，日常生活に

よる自然的衰退としてのケ枯れは，「疲労が原因と

なるから，マツリや行事日を設けて再生を図ること

ができる」（桜井 1982：256）と言う．マツリや行

事日は伊藤の超日常的世界の象徴的行為に相当する

であろう．伊藤によると，超日常的世界の象徴的行

為である祭儀は，「厳粛な雰囲気の中で，一定の形

式にもとづいて整然とおこなわれる」（伊藤 1990：
58）．一方で，不時の減退要因によるケ枯レは，

「尋常の手段でケへ復帰することがむずかしい．呪

術を駆使する特別な宗教職能者に依頼して除去排除

をはかる」（桜井 1982：256）必要があることを述

べる．これは反日常的世界の象徴的行為に相当する

であろう．反日常的世界の象徴的行為である祝祭は，

「喧噪な状況のもとで形式にとらわれることなくお

こなわれる」（伊藤 1990：58）．その典型的なもの

として，乱痴気騒ぎとか無礼講などが挙げられる

（伊藤 1990：58）．前者に関しては，籠りは準備段

階であり，そこに至るためには，またその後の祭り

においても，匿名ではいられず，密に人と関わらな

ければならないであろう．実際，祭りは身体的同調

を伴う参加が要求されると考える．後者に関しても，

乱痴気騒ぎや無礼講という状況に参加が求められる

のである．多くの場合，社会参加を断っているひき

こもり経験者にとってこのような祭儀や祝祭は，避

けるべき社会参加に他ならないのではないだろうか．

そして当然であるが，当人の意向を考慮せず，祭儀

や祝祭が強制されることはあってはならない．した

がってひきこもりという境界状況がハレ空間に移行

することは想定しづらい．するとハレ空間の訪れな

いひきこもりの向かう先は，祭儀や祝祭ではない．

しかし，祭儀や祝祭がひきこもりと接点を持たない

わけではない．その目的こそがひきこもりの向かう

先の手がかりとなるのである． 

２．ひきこもりという境界状況 

(１) リミナルな状態としてのひきこもり

本節ではひきこもり現象をリミナリティという

観点から考察していく．リミナリティとは，へネッ

プが通過儀礼について論じる際に使用した概念であ

る．通過儀礼とは，分離儀礼，過渡儀礼，統合儀礼
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で構成され，過渡儀礼が境界上，つまりリミナリテ

ィとして表現される（Gennep＝2012：23）．これを

踏まえた上で，ターナーはリミナリティ（境界性）

について「境界にある人間（“敷居の人たち”）」

（Turner＝1976：126）と表現する． 
 しかし，へネップやターナーが論じるリミナリテ

ィは，以下で論じるダグラスらのリミナリティとは

少々異なる．前者のものは，主にある状態から別な

状態に儀礼的に移行する過渡期に置かれた存在に関

わるもので，後者はそのような過渡期を主眼とした

ものではない．実際，ターナー自身も双方は区別さ

れる必要があることを述べている（Turner 1967：
97）．本稿で議論するひきこもり現象も，子どもか

ら大人への過渡期と位置付けることは可能かもしれ

ないが,ひきこもり経験者の多くが，へネップやタ

ーナーが論じるように，過渡期における儀礼を適切

に行えば，社会に統合されるようなものではないと

思われるため，本稿では過渡期におけるリミナルな

存在としてのひきこもり経験者については論じない．  

 では，ダグラスのリミナリティはどのように描

写されるのだろうか．ダグラスは，リミナリティを，

曖昧さ，異例なものという語を用いて表現し，「汚

物（dirt）への反応は曖昧なるもの，または異例な

るものへの反応と連続している」（Douglas＝
2009：38）と述べる．ここでいう汚物とは，ダグ

ラスの論旨から不浄や穢れと同義と捉えて構わない．

つまり，リミナルなものへの反応は，不浄や穢れへ

の反応と通じているということである．言い換える

と「感染に関する観念は，なるほどその原因を辿れ

ば異例なるものへの反応に到達する」のである．し

かしリミナルなものはなぜ穢れとされるのであろう

か．端的に言うと「曖昧なるものは，甚だしい脅威

を与えるように思われることがある」（Douglas＝
2009：12）ためである．「既定の分類原理を危うく

する挑戦は，それが害悪を生むというある種の理論

によって抑制される」（Douglas＝2009：13）．とい

うのも「明確な限定と明晰な概念とを希求するのは

人間性の一部」（Douglas＝2009：363）だからであ

る．要するに，リミナルなものは，既定の分類秩序

に当てはまらず，それ故体系的秩序が侵犯されると

いう不安を惹起するために，穢れによる感染の危険

という観念を用いて排除がなされるのである．「秩

序づけとは，その秩序にとって不適当な要素を排除

することであるが，そのかぎりにおいて，汚れとは

事物の体系的秩序づけと分類との副産物なのである」

（Douglas＝2009：103）．
では，このダグラスのリミナルな存在とひきこ

もりはどのような関係にあるのだろうか．ひきこも

り経験者のAが用いる比喩は，ひきこもりがリミナ

リティであることを的確にとらえている．「ひきこ

もりってちょうどサナギのような気がしていて……．

無理に出すとグチャグチャした中身が出てきてしま

う」（二宮ほか 2000：43）．ひきこもりとはイモム

シでもなければ蝶でもないその中間状態・境界状態

であり，つまりリミナルな存在なのである．また，

ひきこもり経験者の野田は自らを「境界線上に立つ

者」（野田 2017：53）とし，以下のような記述をす

る． 

 名づけることやカテゴライズすること，名前

のある状態は，確かに安心だ……整然として

いて，効率的でもある．ひるがえして言えば，

不登校やひきこもり状態にある人は，みんな

が名札を付けてあるいているなかで，自分だ

けが名札のない状態を生きなければならない，

と言えるのではないだろうか．つまり，「何者

であるか」という保証がない．（野田 2017：50）

この記述は，ひきこもる者やひきこもりという

状態が既定の分類原理に当てはまらず，名前のない

リミナルな状態に置かれていることを意味している

と解釈できる．彼女ら／彼らを分類秩序の外に置い

ているのはもちろん既存の社会であり，ときにそれ

を内面化しているひきこもり経験者でもある．この

カテゴライズされない不安については，ひきこもり

経験者の勝山も述べるところである． 

  ひきこもりの居心地の悪さというか，不安
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感のひとつに肩書がないというのがあります．

無職という言い方とはちょっと違うんです．

なにせ働けない，もしくは働きたくないのだ

から．無職というのは働く気はあるけれど，

仕事が見つからない人でしょ．ボクにはそん

な人は偉人に見えます．とても無職を名乗る

なんておこがましい．（勝山2001：111）

 勝山は既存の社会の分類秩序において無職でも

なく，かといって職を有しているわけでもないリミ

ナルな存在として，肩書のなさという表現で，ひき

こもりの居心地の悪さを述べている．ひきこもりと

いう存在は，このように無職と有職だけでなく，既

存の社会秩序の中で，さまざまな境界に位置してい

る．病と健康，内と外（ひきこもり空間は，一般的

な意味での内でもなく，もちろん外でもない独特の

空間として認識されている），ケ枯レとハレの狭間

で，社会からそしてときに社会の価値観を反映させ

た己からリミナルで，曖昧で，異例な存在として認

識されているのである． 

ここにおいて，前節で論じたケ枯レと穢れの接

続が可能になるように思われる．先述したように，

ケ枯レによるひきこもりは，ハレともケ枯レともつ

かぬどっちつかずの境界状況であった．ケ枯レから

回復するためにある者はひきこもる．しかし，祭儀

も祝祭もなされないひきこもり空間にハレ空間は現

出しない．したがって，気は賦活されず，ひきこも

りは続く．ところが，まさにそのひきこもりという

境界状況，リミナルな状況，そしてそこに位置する

存在こそが，上記でダグラスが言ったように，社会

における既存の分類秩序を侵犯するため，危険視さ

れ，穢れの名のもと社会のマジョリティから排除さ

れるのである．ケ枯レから回復するためにひきこも

ったにもかかわらず，かえってそのことがひきこも

りという境界状況を作り出し，体系的秩序を侵犯し，

ひきこもりは穢れとみなされてしまう．この矛盾こ

そが，ひきこもり論においてケ枯レと穢れを接合す

るように思われるのである． 

(２) ひきこもりは穢れではない

では，ひきこもりは，実際，排除されているの

だろうか．これについては 1999 年末から立て続け

に起きた新潟，京都，佐賀の事件がひきこもりと結

び付けられ，その後，人々の間でひきこもりが犯罪

の温床であるかのようなイメージが形成され，ひき

こもりが社会にとって害悪とみなされるようになっ

たこと（石川 2007：61）を想起すればわかるであ

ろう．また例え犯罪の温床とまでは言わずとも，

「怠惰」，「甘え」などのラベルを貼ることによって，

ひきこもり経験者は，日々メインストリームから社

会の周縁へと排除されているのである． 

とは言うものの，ひきこもりが穢れとみなされ，

感染の対象として忌避される事態はみられるだろう

か．結論から言うと，ひきこもりは穢れではなく，

先に提言したようなかたちでケ枯レと穢れは接合し

ない．なぜならリミナルなものすべてが穢れとして

認識されるわけではなく，したがって感染の対象と

なるわけではないからである．では，穢れを規定す

る際に，重要な要素は何であろうか．関根は，ある

等式を提示する．「〈境界性（場違いなこと）〉＋

〈死にゆくことの隠喩〉（他界性の突出）〉＝〈ケガ

レ〉」（関根 1995：27）である．そして以下のよう

に述べる．「ケガレを適切に定義するには……境界

性（変則性）という超越的視点を隠し持った一般的

規定にとどまらずに，『死に引き込まれるような』

ないし『死にゆくような』感覚の認知が存在してい

る」（関根 1995：28）．つまり，リミナルなものが

穢れとされるには，「死」（他界性の突出）が必要な

のである．ひきこもりにこの「死にゆくことの隠喩」

はみられるだろうか．むしろひきこもりは，ケ枯レ

の観点からすると，回復を意図してなされた行為で

はなかったか．また，小谷は差別に関して「ケガレ

意識に関わる部分と，規範意識にかかわる部分の共

存」を「差別の二重性」とし，これを念頭に入れる

ことを訴えている．ここでいう「規範意識に関わる

部分」では罪との連関が言われるが，ひきこもりに

関して言えば「伝染するものとしての穢れの観念」

（小谷 1999：45）ではなく，「規範意識に関わる部
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分」がひきこもりの周縁化に重要な役目を果たして

いると考える．それは上記でみたひきこもりと犯罪

が結び付けられたことを思い出せば納得がいくであ

ろう．ひきこもりは，リミナリティであるが故に，

既存の体系的秩序を侵犯する．それは秩序を希求す

る人間性のため危険とみなされる．しかし，そこに

死という他界性はないため（社会はひきこもりに

『死』をみないため），ケガレとしてではなく，と

きに罪と連関させられ，規範に対する違反として排

除されるのである．（これまで秩序と規範をほぼ同

義に用いている箇所があったが，ここにおいて，そ

して以下，あらためて，秩序と規範は区別され，体

系的秩序に違反したリミナルな存在が，規範に対す

る違反として排除されるという図式が成立する）．

こう解釈するとひきこもり（の一部）はリミナリテ

ィではあるが穢れではなく，あくまでケ枯レを回復

するための籠りであり，感染の対象とされない理由

がわかるであろう． 

３．ひきこもりの向かう先 

(１) 社会秩序への適応・新たな位置の獲得・無

秩序の直視 

ひきこもりはケ枯レに対する籠りであって，穢

れではない．しかし，穢れ論が役に立たないという

わけではない．その根にリミナリティがある以上，

何らかの示唆を得ることは可能である．以下では，

ダグラスの穢れ論を参照しつつ，ひきこもりに対し

て社会および個人がどのように向き合っていくか，

その向かう先を考察する．排除というかたちではな

いひきこもりが向かう先には，大きく三つあると考

える． 

一つ目は，既存の社会秩序に適うよう自らを変

容させることである．例えば，それは社会が求める

形で就労することや，「病者」など既存のカテゴリ

ーに自らを適合させていくことである．これは社会

にとっては，何ら痛痒を感じない途であろう．それ

どころか曖昧なものを秩序内に回収するという意味

では，既存の秩序を強化することにもなり得る．一

方で，ひきこもり経験者にとっては，葛藤を伴い得

るものである．これは，ひきこもりというリミナル

な存在を消去するという意味では，社会的排除と捉

えることも可能であるが，個人の取る戦略としては

否定できない． 

 二つ目は，当初社会が設けた「ひきこもり」とい

う曖昧なカテゴリーを利用し，既存の体系的秩序の

中に新しく自らの位置を獲得することである．社会

側にとっては，当初曖昧であったひきこもりという

カテゴリーを，体系的秩序の中に明確に位置づける

ことによって，その曖昧さを消失させることになる

（これはリミナルなものを消失させるけれども，新

たなカテゴリーを受容するという点では排除とだけ

言い切ることはできない）．個人としては，さまざ

まな戦略を展開するうえで，「ひきこもり」カテゴ

リーに属することとなる．その一つとして，新たな

所属の獲得によるリミナリティの消去がある．これ

は定義できないリミナルな存在であることをやめる

という点では，一つ目と同じであるが，新たなカテ

ゴリーとしてという点で異なる．例えば，ひきこも

り経験者の二宮は「『ひきこもり』という言葉を聞

いたとき，『あぁ，僕はここに所属できる』と安心

しました．それまで自分の属せる場所がなかったか

ら．何かに所属していると相手が納得するんですよ」

（二宮 2000：23）と述べている．これは石川のい

う「失ってしまった『肩書』に代わるものとして，

『ひきこもり』という言葉を受け止めた」と言える

であろう（石川 2007：120）．また一つには，「ひき

こもり」という語彙を選択することは，現在の状況

を打破する戦略でもあり得る．関水の調査協力者の

B さんは，「自分なりの選択肢として『ひきこもり』

という言葉を選び，『ひきこもり』支援につながっ

ていった」（関水 2016：52）．「ひきこもり」カテゴ

リーの選択は，同じカテゴリーに属するものとして

自助団体，それを支援する団体につながるという現

状打破の手段としても有効に機能する．聞は自助団

体について「私は，自助グループという本人だけの

集団の中で，安らぎを得，他人を信頼し，平静な自

分を取り戻し，新たな活動エネルギーを手にしてい

た」（聞 2005：3）と述べている．さらに一つには，
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関水の調査協力者の D さんのように，ひきこもり

を，本人ではなく，社会の側を変える必要性を含意

するものとして捉え，選択するということもある

（関水 2016：92）．社会によってひきこもらされた

ひきこもりという位置を，既存の体系的秩序の中に

新たに築くのである．このように多様な意図や戦略

のもと，ひきこもりというカテゴリーは，葛藤を伴

いながら引き受けられる．ひきこもりという社会が

当初設けたカテゴリーは，ひきこもり経験者によっ

て変容させられ，社会に自らの位置を定めるために

使用されるのである．  

最後は，世界がそして生が無秩序であることを

直視することである．ひきこもりというリミナルな

存在・状況を規範に対する違反として排除するのは，

人工的な体系的秩序である．ひきこもりは，無秩序

からそれを素材として形成された秩序において，あ

る意味偶然的に，リミナルな存在と位置付けられて

しまった．ひきこもり経験者である野田は，「『何者

であるか』という問いに，確固たる答えが存在しな

い領域がある」（野田 2017：51）と述べ，自らのひ

きこもり経験を「一方的な名づけに対する違和感の

表明」（野田 2017：51）と捉える．そのうえで，

「名づけの段階でそぎ落とされていってしまうも

の」，「名前にできないくらい，わらりづらかったり，

複雑であるもの」，「名づけからこぼれ落ちた『名状

しがたきもの』たちのほうに，目を奪われる．いと

しいと思うし，うつくしいと思う」（野田 2017：51）
のである．ここでいう「『何者であるか』という問

いに，確固たる答えが存在しない領域」とは，「混

沌たる無秩序」の領域ではないだろうか．そして秩

序形成の段階でそぎ落とされた「名状しがたき」無

秩序を，いとしいと思うのではないのか．野田は続

けて，名前のない領域を手放さず引き受けていくこ

と，そこで自分をごまかさず，えんえん答えの出な

い問いと向き合い続けることを覚悟する（野田

2017：52）．これは，自らをリミナルな存在とした

体系的秩序の源である無秩序に目を向け，そこで問

い続けるということではないだろうか．野田は名づ

け以前の無秩序に目を向ける．そしてそこに留まろ

うとする．これは石川の「〈実存的疑問〉に直面せ

ざるをえなくなっているという意味で，存在論的不

安の渦中にある」人と捉えることができるであろう

（石川 2007：239）．ここで石川がいう「実存的疑

問」とは，「通常であれば隠蔽されているが，何ら

かの危機に晒されたときに剥き出しになる」ような

もので，例えば，「はたして自分は生きていくのか．

生きるのだとすれば，どう生きるのか」などの問い

として現れる．そして，「実存的問題を常に直視し，

答えを与えられないでいるということ」が存在論的

不安なのである（石川 2007：219）．存在論的不安

は自らの生や世界の混沌とした無秩序に目を向けさ

せる．だが，無秩序の直視はその後どこに向かうの

だろうか．一つは，不安を抱えたまま，実存的疑問

に対して，「それらに答えることなど不可能だし，

その必要もない」（石川 2007：219）と，そのまま

無秩序に目を向け続けることである．ひきこもり続

けるというあり方もその中の一つであろう．それは，

「〈回復〉の内容を問い直すと同時に，“どこかに

〈回復〉と呼べる地点がある”という認識枠組みそ

のものを解体する」（石川 2007：237）ことに他な

らない． 

(２) 既存の秩序の再構成

常に無秩序を直視し，不安の渦中にいる．その

ようなことは可能なのだろうか．覚悟を持ってそこ

に留まることができる人もいるであろう．しかしそ

れが困難な場合はどうしたらよいであろうか．また，

社会の側からみると，その全ての成員が無秩序を直

視することは考え難く，仮にそれが実現したとして

も秩序なき社会の弊害は計り知れない．そうすると

これは主に個人単位でなされるものであり，秩序を

構築した社会側に変容を促すものとは言えない．木

村はハイデガーの「不安」概念を用いて，それは先

の存在論的不安に相当するであろうが，不安は現存

在が現存在自身に向けて呼びかけるために，世界の

意味・規範を無意義化できたとしても，それだけで

は意味・規範の再構成は困難であると述べる．そし

て共有された意味を再構成するには，「他者の介入」
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が必要であるとする．なぜなら意味・規範は他者の

「否定」を介して形成・習得されるものだからであ

る．例えば，「働くのが普通だ」（働いていない自分

（ひきこもり）はだめだ）という理解は，他者に会

い否定されることで，「普通は働くが，働いていな

い人もいる」（働いていない自分（ひきこもり）も

存在してよい）という理解に訂正されるのである

（木村 2021）．彼女ら／彼らはいったん意味・規範

（木村の言う規範は本稿の秩序に相当すると考える）

を無意義化，換言するならば無秩序に向き合ったう

えで，他者との関わりを通して，秩序を再構成する

のである（もちろんここでの他者は，生者でなくて

も構わない．それは書物の中に現れてもいいし，絵

画の中に現れてもいい）．ひきこもり経験者の聞は

言う． 

巧妙な自己破壊のトリックから抜け出すに

は，今までの生き方，価値観，認識を見直し，

自分を破壊する働きのある部分は切り落とし，

自分をこの世に活かす部分だけを選り，そし

て足りない部分を補って自分を再構成してい

かなければならない……自分を破壊するカラ

クリに気づき，そこから脱するための自分再

構成の作業は，集中して自分と向き合える，

安全な場の中でこそ可能になることなのだ．

そしてそういう場を手にしたひきこもる者は，

元の状態に回復するのではなく，自分のため

に自分をつかみ取り，新しく再構成し，ニュ

ーバージョンの自分を創造していくのである．

（聞2005：117）

聞はひきこもり空間の中で，無秩序に留まるの

ではなく，秩序の再構成へと向かうのである．そし

て秩序の再構成は，他者と関係することでなされる

ため，否応なく社会秩序に揺さぶりをかける．本稿

は，そこにひきこもりを排除しない社会秩序の再構

成の契機をみるのである．それは「ひきこもること

が当事者にとって生き方を編み直す契機になってい

るのと同じように，個々人の生き方や社会のあり様

を見直し，再編成していく契機として『ひきこもり』

を位置付けること」（石川2007：244）である．

ただし，常に不安を感じながら答えのない問い

を引き受けひきこもり空間で無秩序を直視し続ける

ことと，そこから他者を介入させ社会秩序を再構成

することの双方に優劣はない．ただ，後者は他者を

巻き込むことで否応なく社会を関与させ（個人と社

会が明確に分けられない地平で），既存の体系的秩

序を再構成することができるという点でより開かれ

ていると言えるだけである． 

 本節を締めくくるにあたり，この無秩序を基盤と

した二つの方向を，ケ枯レ論に戻って考察してみる．

第一節の終わりにこのようなことを述べた．祭儀や

祝祭がひきこもりと接点を持たないわけではない．

その目的がひきこもりの向かう先の手がかりとなる

のである．これはどういうことだったのか．ひきこ

もり経験者は，ケ枯レから回復するためにひきこも

るが，祭儀や祝祭は行われずハレ空間は現出しない

のであった．そして，祭儀の目的は神聖な秩序を強

化すること，祝祭の目的は破壊行為を通して日常性

を突破し，別の新たな秩序を生成することであった

（薗田1977：93；伊藤1990）．前者は既存の秩序を

強化するため，ひきこもりの向かう先としては適切

ではない（したがって，先述したように日常生活に

よる自然的衰退としてのケ枯レには，こちらが有効

とされるが，ひきこもりの場合はこのケ枯レにも後

者が有効であると思われる）．一方，後者は，秩序

を破壊し，人々を無秩序に直面させ，秩序を再構成

する．すると，ケ枯レの観点からも，祭りを通した

ハレ空間としてこそ実現しないが，その目的として

の無秩序に目を向けることは，ケ枯レからの回復を

考える上で重要となるのである．先に述べたように

ひきこもり論においてケ枯レと穢れは直接結びつか

ない．しかしケ枯れ論と穢れ論双方は，ひきこもり

というリミナリティを介して，秩序・無秩序により

結びつくのである． 

Ⅲ．結論 

本稿の目的は，ケガレ論を背景にひきこもり現
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象を新たに解釈すること，そこからひきこもりの向

かう先を示唆することであった．結果，まずひきこ

もり現象は，ケ枯レ状態から回復するための籠りに

相当すると解釈された．そのうえで，ひきこもりを

リミナルな状態として記述し，穢れには相当しない

が（一方でそれは規範に対する違反とはみなされ

る），穢れ論を応用して，その向かう先を示唆した．

ひきこもりの向かう先として特に重要と考えられる

のは，無秩序に目をむけること，ならびに，そこか

ら既存の社会秩序を再構成することであった．もち

ろん無秩序に目を向けることを言うのは簡単である．

しかし実際それに向き合うことはひどく困難であろ

う．さらにそこから他者を巻き込んで既存の社会秩

序を再構成するとなると気の遠くなるような話であ

る．しかし，本稿はひきこもり現象についての語り

の一つに過ぎず，ひきこもり経験者が選択可能なも

のの一つという位置づけを超えるものではない．本

稿の解釈は当然唯一の事実などではなく，ひきこも

り経験者にとっての有用な語りであればよいのであ

る．もし仮に本稿がそれに適うものであれば，そこ

から，個人と社会が交わりながら既存の社会秩序を

再構成するきっかけとして働くことを願うものであ

る．

 課題として，本稿は，多くの理論研究で述べられ

るように，実際にひきこもり経験者の語りを収集し

てなされたものではないため，一つの語りとして有

用かどうかを含めて，より実践的な方法のもとで展

開される必要があるであろう．

付記 本論は，一般社団法人日本社会福祉学会研究

倫理規程ならびに日本社会福祉学会研究倫理規程に

もとづく研究ガイドラインを遵守した．
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【論文】 

社会的養護下の子どもへの 

リービングケアとアフターケアの課題と展望 

：アフターケア事業所へのインタビュー調査からの示唆 

Issues and Prospects of Leaving Care and Aftercare for Children in Alternative Care 

: Insights from Interviews with Aftercare Service Providers 

北海道医療大学 片山 寛信 

札幌市教育委員会スクールソーシャルワーカー 田村 志帆 

要旨 

児童養護施設等を措置解除された後の生活においては，様々な困難に直面することが明らかになっている．

このような措置解除後の困難に対しては，アフターケアとして出身施設等が支援を実施している．近年，地

域にあるアフターケア事業所が，社会的養護自立支援事業などを受託し支援の選択肢が拡がりつつある．一

方，アフターケアで必要な支援は，施設等の措置中に実施するリービングケアにおける支援不足であること

も考えられる．本研究は，６自治体のアフターケア事業所の相談員にインタビューを実施し，ケアリーバー

の支援ニーズを踏まえた，施設等で必要なリービングケアについて示唆を得ることを目的とした． 

ケアリーバーは，＜社会生活の不安定さ＞や＜生育歴に関する苦労＞を抱えつつ，＜援助要請行動の低さ

＞があり，社会生活の中で困りごとや漠然とした不安を相談できず，プレッシャーを抱えて生活しているこ

とがわかった．施設等が実施するリービングケアにおいて必要な支援は，措置解除後の社会生活において，

安定した生活を営めるよう，＜社会生活に必要なスキル＞が必要であることが挙げられた．一方で，措置中

にすべてのスキルを身につけることは，当然できない．そのため，＜援助要請行動の最適化＞が必要である．

これらの支援には，＜多職種連携＞が必要であり，スムーズな支援のために，＜アセスメントに基づいた自

立支援＞が必要であることが示唆された．  

キーワード：リービングケア・アフターケア・社会的養護・児童養護施設・アフターケア事業所 

Ⅰ．はじめに 

児童養護施設や里親・ファミリーホームなどの社

会的養護では，児童虐待などを理由に親子分離を必

要とされた子どもが生活をしている．児童養護施設

に入所している子どもの 95.4％，里親委託されてい

る子どもの 86.1％，ファミリーホームに委託されて

いる子どもの 89.7％に，両親またはひとり親が存在

している（こども家庭庁 2024）．措置期間中には，家

族再統合支援が実施されるが，「保護者のもとへ復帰」

できる見込みとされているのは，児童養護施設で

26.1%，里親で 11.8％，ファミリーホームで 18.1％

（こども家庭庁 2024）である．この背景には，「入所

児童の 45.6％，とくに被虐待経験のある入所児童の

68.8％ の親にメンタルヘルスの問題」（松宮・井上 

2014）があり，保護者自身も貧困状態や，障がいを有

している（堀場 2005）とされている．社会的養護を

措置解除された者（以下，ケアリーバー）へのインタ

ビュー調査では，家族からの金の無心や，児童養護施

設入所時に貯金をした金銭の搾取，虐待加害者から
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の関わりの強要など（片山 2018）があったとされて

いる．つまり，社会的養護環境下で生活をしている子

どもには，親が存在していたとしても，親も困難を抱

えていることや，状況によっては新たな被害に遭う

可能性も示唆されている．満16歳以上の個人を対象

とした調査では，困った時に頼れる存在として，「家

族・親族」が95.8％となっている（内閣官房孤独・孤

立対策担当室 2024）．一方で，社会的養護を措置解除

された者（以下，ケアリーバー）が，困ったことがあ

ったときの相談相手では親を選択する者は 20％であ

り（三菱UFJリサーチ＆コンサル 2021），このことか

らもケアリーバーが，親を頼りにする難しさが伺え

る． 

措置解除後の生活においては，職場の対人関係の

トラブルや，経験不足を要因とした様々なアクシデ

ント，被虐待経験など多様な困難に直面することが

明らかになっている（三菱 UFJ リサーチ＆コンサル 

2021）．このような措置解除後の困難に対しては，ア

フターケアとして出身施設等が支援を行う．しかし，

アフターケアを実施する児童養護施設等においては，

ケアリーバーに必要な支援内容の複雑化や，施設職

員の不足などの困難が先行研究で明らかにされてい

る（伊藤 2011；宮田・田中 2013；櫻谷 2014）．また，

ケアリーバーも出身施設等に対し相談をしたい気持

ちを持ちつつ，出身施設の職員の多忙さや，措置解除

後の施設体制の変化による疎外感などから，相談の

しづらさがあることが示唆されている（片山 2018）．

このことからケアリーバーは，社会的孤立に陥りや

すい状況で生活を送っていることが考えられる． 

このような状況を受け，「里親等への委託や，児童

養護施設等への入所措置を受けていた者について，

必要に応じて18歳（措置延長の場合は20歳）到達後

も原則22歳の年度末までの間，引き続き里親家庭や

施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要す

る費用を補助」（こども家庭庁 2023）する社会的養護

自立支援事業が展開され，複数ある支援の一部はア

フターケア事業所などに委託され実施されている．

ただし，この事業を導入している地域と，導入してい

ない地域があるなど地域差がある． 

そこで本研究は，アフターケア事業所の相談員に

インタビューを実施し，ケアリーバーの支援ニーズ

を踏まえた，児童養護施設等で必要なリービングケ

アについて示唆を得ることを目的とする．  

Ⅱ．方法 

１．研究対象者 

本研究では，『アフターケア事業全国ネットワーク

えんじゅ』のホームページに紹介されているアフタ

ーケア事業所の中から，社会的養護自立支援事業を

自治体から受託していることを明記し，かつ「退所前

からの支援」を実施している事業所に連絡をした．研

究についてのインフォームドコンセントを実施．同

意が得られた事業所において，管理者が指定した者

を研究対象者とした．また研究対象者より紹介を受

けた，E事業所も研究対象とした．この事業所は支援

者自身もケアリーバーであり，「退所前からの支援」

を実施している事業所である．最終的に６自治体の

事業所にインタビューが実施できた． 

２．調査実施期間 

 インタビューは2021年5月から2021年12月で実

施した． 

３．データ収集方法 

インタビューは，研究対象者が実施している支援

内容の語りが促進されるよう，半構造化面接で実施

した．インタビュー時間は，56分から66分であった． 

主なインタビュー項目は，主観的に感じるアフタ

ーケアにおける措置解除者（ケアリーバー）の支援ニ

ーズと，支援ニーズから考える，施設等が実施するリ

ービングケアにおいて必要な支援である．  

インタビューは，研究対象者の同意を得て，IC レ

コーダー(V-873 OLYMPUS)に録音をし，録音されたデ

ータから分析に用いる逐語録を作成し分析用データ

とした． 

４．倫理的配慮 

研究対象者の安全と人権を最優先するため，充分

な配慮と注意を払った．研究対象者には，文章及び口

頭で研究目的，インタビューの方法，データの取り扱

い，個人情報の管理保護，研究同意の撤回方法などを

説明．同意が得られた方を対象とし同意書に署名を
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得た． 

本研究は，北海道医療大学看護福祉学研究科倫理

審査委員会の承認（21N012011）を得て実施した． 

５．分析方法 

得られたデータは，佐藤（2008）の事例-コード・

マトリックスの手法を参考として分析を行った．具

体的な手順は次のとおりである．分析には，MAXQDA 

Analytics Pro 2020を使用した．①インタビューの

音声データを何度も聞き込み，設問ごとの回答につ

いて逐語録を作成した．完成した逐語録に誤りがな

いか，音声データを聞き直し確認をした．②作成をし

た逐語録を何度も読み返し，複数の研究者でコーデ

ィングを行なった．③コーディングしたセグメント

を要約（サマリー）した．サマリー作成の際は，元の

意味が変化していないか，複数の研究者で何度も確

認しながらすすめた．④サマリーをカテゴリー分類

し，マトリックス表に整理し，時間をおいて何度も見

直し分析を行なった． 

分析過程では，可能な限り妥当性・信頼性を確保す

るために，質的研究の経験がある複数の研究者，社会

的養護経験者に対する支援経験のある専門資格を持

つ者と検討した． 

Ⅲ．結果 

１．基本情報 

アフターケア事業の開始年度は，2008 年度からが

最も早かった．年齢は35歳から53歳だった．性別は

女性1名，男性が5名だった．E事業所以外，ての事

業所で継続支援計画の作成が実施されていた（表1）． 

 

２．インタビュー結果 

分析をした結果について，以下設問ごとに記す．な

お，コードを【 】，カテゴリを＜ ＞，サマリーを

「 」で示す． 

１）ケアリーバーの支援ニーズ 

ここでいう支援ニーズとは，支援コーディネータ

ーがアフターケアで関わるケアリーバーが抱える苦

労や困難を指す．10のコードが 3のカテゴリーに収

斂された．  

ケアリーバーは，生活の場，就労，金銭や契約など

全般的に，＜社会生活の不安定さ＞を抱えている．さ

らに他にも，自分自身の生い立ちに関する不安，家族

との関わり方などといった＜生育歴に関する苦労＞

を抱えていることが示された． 

一方で，ケアリーバーの＜援助要請行動の低さ＞

が挙げられ，社会生活の中で困りごとや漠然とした

不安を相談できず，プレッシャーを抱えて生活して

いることが挙げられた． 

① ＜社会生活の不安定さ＞（表２-１）

5 つのコードが＜社会生活の不安定さ＞に収斂さ

れた． 

【金銭・契約トラブル】は，「年齢問わず金銭トラ

ブルが発生している」状況である．「安易な契約をし

てしまい，お金が返せなくなる」ことや「家賃滞納が

多い」と示された．「金銭を管理した経験がなく，措

置解除時にあった多額の貯金を短期間で無くしてし

まう」ことや，「計画的に使用すること，貯金をする

ことが難しい」ことがあり，「金銭トラブルが深刻化

している」場合もある．さらに，契約に関するトラブ

ルは，本人自身のものだけではなく，「親の借金の影

響を受け，本人が債務者になっている」場合もあるこ

とが挙げられた． 

【契約に関わる保証人】がおらず，「誰に頼ってい

いのかわからない」ことから，「手続きが滞る」こと

や，「引越しに苦労」がある．「親に頼りたくないのに，

保証人になってくれる存在がいないため，親に頼ら

ざるを得ない」ことがあり，「それが非常に辛い」と

感じているケアリーバーもいることが挙げられた．

このような状況は，【住居確保の困難さ】にもつなが

っていく． 
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さらに，「就労が安定せず」，「友人同士で相談をし

て，安易な転職を繰り返しがち」になるなど，【不安

定な就労】といった苦労がある．また，ケアリーバー

が「自分の特性を抑えられていない」こともある．こ

のような背景から「転退職を繰り返し」結果として

【生活保護受給】が必要になる場合もあることが挙

げられた．  

② ＜生育歴に関する苦労＞（表２−１）

2 つのコードが＜生育歴に関する苦労＞に収斂さ

れた． 

措置中充分に「生い立ちの整理ができていない」 

ことがあり，「入所理由などが知らされておらず，知

りたい気持ちと，知った時の不安とのジレンマに陥

っている」．児童相談所の記録は，「25 歳までは情報

公開されているがそれ以降は，本人が自分の出自を

たどり寄せる術がなくなってしまう可能性」がある

など【生い立ちの整理不足】が挙げられている． 

また，「家族再統合支援ができていないまま」や，

「関係調整が不十分なままの措置解除で，不調にな

ることがある」など【家族との向き合い方】への苦労

が示された．中には「親からの過干渉や虐待再燃を疑

うケースもある」状況が挙げられた． 
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③ ＜援助要請行動の低さ＞（表２−２）

4 つのコードが＜援助要請行動の低さ＞に収斂さ

れた． 

ケアリーバーは「漠然とした不安を抱えて日々を

過ごしている．身体が凝り固まっている」ことや「言

語化できない漠然としたプレッシャーと戦っている

不安」といった，【漠然とした不安とプレッシャー】

の中で，社会生活を営んでいる． 

ケアリーバーには，時期によって【変化する多様 

なニーズ】があるため，伴走的な関わりが必要となる

一方で，【相談をする力の弱さ】が示されている．「出

身施設の職員に対し忖度し，相談をしないでいる」，

「出身施設の職員には困っていることを言えない」

といった状況があり，「進学した人ほど，困ったこと

を切り出せない人が多い」とも示されている． 

さらに，「困っていることを，言語化できない」，「寂

しさを感じているが，自分がどうしたいのかが言語

化できない」といった，自分の困難を言語化できない
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場合もある．さらに，「本人は『できる』と話をする

が，実際はできないことが多く，できていないことを

伝えると，不全感を示す」といったように，「苦労が

予想される場合でも，本人はその自覚がなく，自分は

できる．やっと自由になれるという認識」があるなど，

他者からの指摘に敏感になることがあり，「相談がで

きる人から離れる関係」になってしまう．「援助養成

の力と繋がる力が弱い」ことや，「措置解除後連絡が

途絶える人が多い」状況で，「施設にも外部の人間と

も繋がりが持てず，不幸なことに繋がるケースもあ

る」そのため，「繋がる力，相談する力は必要」であ

ることが挙げられた． 

ケアリーバー本人の相談をする力の弱さだけでな

く，【相談できる存在の不在】も示された．相談をす

る力の弱いケアリーバーにとって，「安心して失敗で

きる．失敗をした時に相談ができる場所が保証され

て」おらず，「頑張っていると認められる存在」がな

い．そのため，「失敗した時にどのように立ち回り，

誰に相談ができるのかがわからない」状況に陥る．

「孤独を感じないよう，繋がれる場所」や，「失敗や

困った時に，適切な助言ができる相談場所が必要」で

あることが示された． 

「措置中は，措置解除後にどのような困難がある

のか想像の幅が少なく，誰に頼ればいいのかのイメ

ージも持てない」本人が，「困った時に援助に繋がれ

ることが必要」であり，その存在は，「施設職員でも，

学校の教員でも，アフターケア事業所でも様々で良

い」ことが示された．「本人が相談したい時に相談で

きる存在が必要」なため，「相談できる時間に配慮が

必要．9時から 17時では相談に繋がりづらい」こと

が挙げられた． 

２）施設等が実施するリービングケアにおいて必要

な支援 

12のコードが4のカテゴリーに収斂された． 

アフターケアにおけるケアリーバーの支援ニーズ

を踏まえ，施設等が実施するリービングケアにおい

て必要な支援として，＜アセスメントに基づいた自

立支援＞が必要であることが挙げられた．また，措置

解除後の社会生活において，安定した生活を営める

よう，＜社会生活に必要なスキル＞が必要であるこ

とが挙げられた．一方で，措置中にすべてのスキルを

身につけることは，当然できない．そのため，＜援助

要請行動の最適化＞が必要である．＜援助要請行動

の最適化＞は，施設等だけで対応していくのではな

く，＜多職種連携＞が必要であることが挙げられた． 

① ＜アセスメントに基づいた自立支援＞（表３-１） 

4 つのコードが＜アセスメントに基づいた自立支

援＞に収斂された． 

ケアリーバーとの関わりを通し，【生い立ちの整理，

本人特性の理解】が必要である．「措置解除後の家族

との関わりには，本人のアイデンティティが関わっ

てくる．」生い立ちの整理で「全てが解決はしないが，

その人なりに収まることができる．」「なぜ施設に措

置されたのか，家族の事情がどのような状況だった

のか，理解できる範囲で伝えることが大切」である．

また，「ライフストーリーワークを日々の中で積み重

ねていく機会が必要」であり，これは「小規模化をし

たとしても組み立ていくことが必要」で，【リービン

グケアの一定の標準化】が求められる． 

また，家族との向き合い方の支援が必要であり，

【広義の家族再統合支援】として，「児童相談所と施

設とで役割分担の上対応する必要」がある． 

これらを措置中に進めていくためには，「ことが起

こってからのアフターケアではなく，予防的な支援

が必要」であること，また「施設ごとに差が大きくあ

る」支援内容の改善や，「想い先行の支援から，標準

化された支援へ転換」する，【退所後を見越した計画

的な支援】が必要である．「小規模化され，日々の生

活の良さはあるが，その前後の見立てが宙に浮い 

ている．先を見据えたアセスメントが必要」であり，

「施設における自立支援の目標を，18 歳までではな

く，それ以降の見立てが必要」とされた． 

② ＜社会生活に必要なスキル＞（表３-１）

3 つのコードが＜社会生活に必要なスキル＞に収

斂された． 

【生活スキル】を習得する支援が必要である．「ゴ

ミの分別ができない結果，ゴミ屋敷になる」ことが少

なくなく，「ゴミ出しに関するルールを教える必要」 

がある．また，「鍵をかける文化がないまま社会生活

となって」いる．施設生活が安心できる環境だったか 
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らか，「警戒心がない」まま社会生活を営んでいる．

「カップラーメンの残りをシンクにそのまま流し続

け，アクシデントになること」もある．小規模の施設

で育ったケアリーバーは，「生活の中で具体的に伝え

られる，見せられる，参加できることがいい」とされ，

「ゴミの分別や料理などは小規模出身の人はスキル

がある」，「買い物も，どこのお店が安いかなどの比較

は，小規模出身の人は意識が高い」ことが示され，「実

際に身近でみる経験が必要」であることが挙げられ

た． 

【行政制度・契約に関する知識】を身につける支援

が必要である．「光熱費の手続きや支払いなどわから

ないまま，そのままにしていることもある」状況．「食

事は作ることができなくても，購入することができ

るが，大きな契約をとってしまうと解約が難しいこ

ともある」ことから，「契約に関するルールを教える

ことが大事」であるとされた．年金や保険に未加入の

まま生活をしているケースも少なくなく，「年金や保

険の手続きについて，その仕組みを教えておく必要

がある」ことが挙げられた． 

【金銭管理】の経験が必要である．「難しいとは思

うが，金銭を自分で管理する力を措置解除前につけ

る必要」がある．「貯金を持って措置解除されるが，

数ヶ月でなくなる」ことが少なくなく，「1 人暮らし

をした時の金銭のイメージをつける必要がある」こ

とが示された． 

③ ＜援助要請行動の最適化＞（表３-２）

3 つのコードが＜援助要請行動の最適化＞に収斂

された． 

「事前に伝えておくだけで吸収して，覚えてられ

る人ばかりではない．困った時に聞けるスキルが大

切」，「スキルや方法論を磨くよりも，わからないこと

を教えて欲しいと相談できる力が必要」であるとし，

リービングケアとして「信頼できる大人に相談がで

きる力を養う」，【相談ができる力の醸成】が示された．

「頼ることが恥ずかしいことではないことを醸成す

る必要がある」が，そもそも，「困るということがど

んなことかイメージできていない」ため，「必要に応

じて代弁をするなどの機会をもち，相談できる力を

醸成する必要がある」とされた． 

このような，「相談できる力は，子どもが措置中に

たくさん話を聞いてもらう経験」が必要であること

が挙げられ，【子どもの話を聴く・話し合う機会】が

示された．「暴言暴力の中で育ってきている子どもが，

施設の中で大切にされる，話を聞いてもらえる機会

を持つことが重要」であり，「子どもの意見を尊重し

ながら，大人も意見を伝え，一緒に考える機会が必要」

であることが挙げられた． 

また，【自己決定の機会と失敗・リカバリー体験】

が必要であるとされた．「失敗を見込んで経験を措置

中に実施」し，「失敗した後にどのように工夫できる

かが大切」であり，「その失敗をどのくらい認められ

るか，本人が考える機会を持つことが必要」であるこ

とが示された．「安全基地があるうちに，探索行動が

できていることが大切」であり，「人を頼ることが悪

いことではないこと，失敗しても良いことを理解で

きる支援」を重ねること．「失敗しないように，頑張

らなきゃいけないではなく，どのように調整してリ

スタートするのかを伝える支援」の必要性が示され

た．これらの実現には，「自己決定の機会を持つ」こ

とが必要で，施設の「ルールがあるからできないでは

なく，18 歳より先を見越し，どうやったらできるの

かを本人を主体に一緒に考える取り組みが必要」で，

「失敗をする分成長は遅くなるかもしれないが，自

分で選択する機会が大切」であることが挙げられた．  

④ ＜多職種連携＞（表３−３）

２つのコードが＜多職種連携＞に収斂された．リ

ービングケアには，「施設として，地域との繋がりを

作っていく」，【外部機関との連携】が必要である．ケ

アリーバーが必要とする支援に「具体的にどのよう

な対応が適切なのかの情報を他の機関に繋げる必要」

があり，「それぞれの役割を理解して，課題解決に向

けた対応が必要」である．例えば「法律がかかわるこ

とは，措置解除前から司法とも連携をしていく」など，

「あらかじめ外部機関とケアリーバーに関する情報

共有ができている必要がある」ことが示された．「施

設職員と支援コーディネーターが定期的に交流でき

る機会も必要」であり，「リービングケアの段階で，

退所後に向けた会議をもち，そこに支援コーディネ

ーターも参加できる仕組みが必要」であることが挙 
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られた． 

【措置解除後の支援先の紹介】が必要である．「ア

フターケアのメニューが増えてきているが，それが

子ども本人に伝わっているかについて，施設間格差

がある」状況．あらかじめ，「措置解除後に相談でき

る機関を本人に，措置中に伝えておくことが必要」で

ある．「ケアリーバーが社会の大人に頼る，繋がるの

は難しい．措置中から様々な大人と触れ合う機会が

必要」であり，「地域に信頼できる大人がいることを，

措置中に伝える，繋げておくこと」で，「外部の相談

機関が，知らない人ではなく，知っている人になるこ

とで，相談がしやすくなる」と示された．「役所がど

のような場所なのか，支援コーディネーターがどの

ような人なのか何をしてくれる人なのか，警察が何 

をしてくれる人なのか，施設生活だけでは知り得な

いことを，あらかじめ伝えておくことが必要」で，「今

は困っていないかもしれないが，困った時に誰を頼

ればいいのかということを伝えておく必要がある．

本人が選択できる情報を提供する」必要性が挙げら

れた．  

Ⅳ．考察 

本研究は，アフターケア事業所の相談員にインタ

ビューを実施し，ケアリーバーの支援ニーズを踏ま

えた，施設等で必要なリービングケアについて示唆

を得ることを目的とした． 

本研究の結果ケアリーバーは，＜社会生活の不安 
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定さ＞，＜生育歴に関する苦労＞，＜援助要請行動の

低さ＞について支援ニーズを抱えていることが示唆

された． 

＜社会生活の不安定さ＞では，【金銭・契約トラブ

ル】，【契約に関わる保証人】，【不安定な就労】，【生活

保護受給】，【住居確保の困難さ】について苦労が 

あり，支援を必要としていることが示唆された．＜生

育歴に関する苦労＞では，【生い立ちの整理不足】，

【家族との向き合い方】について苦労があり，支援を

必要としていることが示唆された． 

＜援助要請行動の低さ＞では，【漠然とした不安と 

プレッシャー】，【変化する多様なニーズ】，【相談をす

る力の弱さ】，【相談できる存在の不在】について苦労

があり，支援を必要としていることが示唆された．こ

れらは先行研究において，「生活費や学費のこと」，

「家族・親戚のこと」，「孤独感のこと」，「生い立ちが

わからず，不安だった，周囲の人にも聞きづらかっ 

た」，「一般家庭がどのような生活をしているのか知

らないのでその不安や心配もわからなかった…普通 

にいきていくのさえ難しかった」「…全体的に未来の

ことが想像できなかった」など（三菱UFJリサーチ＆

コンサルティング 2021）同様の観点が示されている．  

また，援助要請行動に関することは，ケアリーバー

への調査において，施設職員の離職率の高さや，職員

の多忙さ，ケアリーバー自身の心情など様々な要因

から，施設への相談のしづらさがあることが示唆さ

れている（片山 2018）． 

これらの支援ニーズに対し，リービングケアにお

いて子ども一人ひとりのアセスメントを行い，生い

立ちの整理や家庭環境調整，生活スキル向上に関わ

る支援，措置解除後の就職先や進学先などとの連携，

受援力の強化などニーズに応じた自立支援計画の作

成を行うこと，その計画に基づいた積み上げの支援

が必要となることが考えられる． 

今回のインタビューで得られた，施設入所中に必

要なリービングケアのカテゴリーに沿って考察を行

う． 
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１．＜社会生活に必要なスキル＞ 

＜社会生活に必要なスキル＞では，【生活スキル】，

【行政制度・契約に関する知識】，【金銭管理】が必要

であることが示唆された． 

施設入所中の支援は，安心安全な日常生活を提供

するインケアを実施しながら，子どもの年齢や発達

段階，個別ケースの課題など様々な観点を踏まえた

リービングケアが並行しながら実施される必要があ

る．社会的養護は，里親やファミリーホームといった

家庭と同様の養育環境を優先し，施設を活用する場

合においても，地域小規模児童養護施設などの良好

な家庭的環境を優先することとなっている．家庭と

同様の養育環境や良好な家庭的環境（以下，小規模地

域分散化）の環境におけるケアワークを充実させる

ことで，職員と一緒に食事の準備やおやつ作りがで

きるといった，調理や食を通じた関わりが豊かに持

てること，節電，節水の大切さが身近なこととして理

解できること，近所とのコミュニケーションのとり

かたを自然に学べることなど，一般家庭に近い生活

体験を持ちやすく，社会生活に必要なスキルを身に

つけやすいと，先行研究で明らかにされている（みず

ほ情報総研株式会社 2017；こども家庭庁 2023；川上 

2020a；川上 2020b；吉村 2019）．このように家庭に

近い養育環境を提供していくことで，社会生活に必

要なスキルの１つである，食事作りやゴミ出しなど

の日常生活スキルは，インケアの中に溶け込んで実

践的に取り組むことが可能になると考えられる．ま

た，家庭に近い養育環境では，生活費の使い方などの

金銭管理や行政制度の手続き，契約などを近くで見

る，聞く，さらに意図的に一緒に行うことも可能とな

ると考えられる． 

これらのことから，リービングケアにおける＜社

会生活に必要なスキル＞習得には，小規模地域分散

化が一定の効果があるのではないかと考えられる．

ただしハード面のみを変更するだけで，必要な支援

が実施できるわけではないことに留意する必要があ

る．子どものケースに応じた生活スキル習得に向け

た機会の提供や，金銭管理の機会，行政制度・契約に

関する知識をアセスメントに基づいた自立支援計画

に沿って提供する必要があると考える． 

２．＜援助要請行動の最適化＞ 

＜援助要請行動の最適化＞では，【相談ができる力

の醸成】，【子どもの話を聴く・話し合う機会】，【自己

決定の機会と失敗・リカバリー体験】が必要であるこ

とが示唆された． 

援助要請に関する研究では，「援助要請が受け入れ

られれば，その後に悩みを抱えた際にも援助要請を

しようと思う」（後藤 2017：32）こと，「援助要請意

図や態度を高めるために，援助要請が受け入れられ

る雰囲気や関係性を高める介入を行うことも有効」

（後藤 2017：33）であるとされている．このような

雰囲気や関係性を高めるためには，子どもと支援者

との対話の時間や対話のしやすさも求められる．子

どもの話を聴く機会を多く持つこと，子どもの希望

やチャレンジしたいことに取り組む機会を持つこと，

失敗をしてもリカバリーする体験を持つことなどを

意図的かつ継続的に展開していく必要があると考え

る． 

児童養護施設を利用している子どもを対象とした

調査において，地域小規模児童養護施設で生活をす

ることにより，85.5％が「職員と話がしやすくなった」

と回答している（吉村 2019）．このように小規模地域

分散化の環境は，＜援助要請行動の最適化＞におけ

る工夫の１つであると考えられる．しかし，小規模地

域分散化された環境があるだけで，援助要請行動が

最適化されるわけではない．子どもが援助要請を受

け入れられる経験を重ねるためには，子どもとの対

話にかんするスキルの向上や，時間の確保が重要と

なると考える．一方で，小規模地域分散化の支援環境

は支援者も孤立しやすい環境である．児童養護施設

における小規模化や地域分散化は，子どもの養育や

ケアの困難さ，職員に対する支援の難しさ，地域社会

との連携の難しさなどが挙げられており（みずほ情

報総研株式会社 2020），各施設において工夫を重ね

ていることが指摘されている（堀場 2022）．良好な家

庭的環境であれば本体施設との連携を，家庭と同様

の養育環境では，フォスタリング機関や児童相談所

などとの連携を行うなど，支援者側の援助要請行動

の最適化も重要であると考える． 
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３．＜多職種連携＞ 

＜多職種連携＞では，【外部機関との連携】，【措置

解除後の支援先の紹介】が必要であることが示唆さ

れた． 

リービングケアについて先行研究では，「社会的養

護の巣立った後の『関係性』『つながり』を継続させ

ていくことの重要性と難しさが示唆された」とし，

「スコットランドを含むイギリスでは，

『relationship based approach』が，特に子ども家

庭福祉分野では重要視」されていることを指摘して

いる（伊藤 2021）．これにより，「準備性に欠けたま

ま大人になるのではなく，ゆっくりと穏やかに社会

的養護から巣立つことができるよう，ケアを離れる

前の準備段階から継続的に行われていることを目指

し…就学や就労といったライフチャンスを保障する

ための『移行期支援』を目的としている点が意義深い」

（上村 2020）といった視点が重要になってくるので

はないかと考えられる． 

「全ての支援を社会的養護のもとで完結するので

はなく，徐々に地域や社会との接点を増やし，本人が

安心できる場を社会的養護の外に一つでも増やして

いく視点が重要」（井出，佐藤 2023）とされるように，

リービングケアは，離れる支援という概念ではなく，

社会的養護以外の人や機関とも繋がりを形成する支

援が重要であると考えられる． 

４．＜アセスメントに基づいた自立支援＞ 

＜アセスメントに基づいた自立支援＞では，【生い

立ちの整理・本人特性の理解】，【広義の家族再統合支

援】，【退所後を見越した計画的な支援】，【リービング

ケアの一定の標準化】が必要であることが示唆され

た． 

社会的養護における支援は実質的に有期限であり，

その期限の間に社会生活等に必要なスキルを身につ

けるための支援や，就職等に向けた支援が求められ

る．先行研究においても，「年齢などの諸条件によっ

て，当事者の意思やケアの必要性など総合的に捉え

られないままに支援が終結してしまっている現実」

（伊部 2022）が指摘されている． 

しかし社会的養護を必要とする子どもは，生育歴

の影響を受け多様な生きづらさを抱えていることが

多い．インケアと並行して実施するリービングケア

では，「単にキャリア教育を行うインプット型ではな

く，やり取りを通じて彼らが青写真を主体的に描け，

心理的自立を平行させられるような支援が望ましい」

（樋口 2020）とされている．つまり，生い立ちやス

トレングスを踏まえた本人特性，家族が抱える苦労

などについて包括的にアセスメントを行い，退所後

を見越した支援を子ども本人と一緒に計画立ててい

くことが必要であると考えられる． 

本研究において示唆された，＜社会生活に必要な

スキル＞や＜援助要請行動の最適化＞の適切な支援

の実施には＜多職種連携＞が不可欠である．多職種

連携の視点も踏まえた支援を円滑に進めるには，ソ

ーシャルワークの，アセスメントのあり方について

の検討が必要（伊部 2022）であると示されている通

り，この＜アセスメントに基づいた自立支援＞を計

画的に実施していくことが基本となるのではないか

と考える． 

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題 

本研究は，研究対象者の語りを基に分析を行った

ものである．研究対象者も６名と少人数である．その

ため本研究の結果がすべてのケースに汎化できるも

のではない．また，自治体の面積や人口などの都鄙差，

社会資源の量や質の差，自治体として提供している

事業の差などを加味した分析ができていないことも

課題である． 

社会的養護は変革期であり，小規模地域分散化が

進められているだけではなく，アフターケアに関す

る制度も社会的養護自立支援事業から，社会的養護

自立支援拠点事業へと制度が変化している．このこ

とにより，施設等とアフターケア事業所などとの連

携にも変化がある可能性が考えられる．しかし，多様

な生きづらさを抱えている当事者に対し，制度の変

化による不利益があってはならない．このため，全国

の児童養護施設やアフターケア事業所などに対する

アンケート調査などによる量的な調査を通し，実践

の状況や抱える課題について分析を必要がある．そ

れにより，地域差や制度の影響を含む広範な実践状
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況や課題を把握し，より汎用性の高い知見を得るこ

とができ，インタビュー調査で得られた知見を補完

し，支援の改善に向けたエビデンスの基盤を強化す

る基礎研究として重要であると考える． 
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3.（発行）本誌は、原則として1年に1号を発行するものとする。 
4.（投稿規程）原稿の投稿は、所定の規程に従う。 

5.（編集）本誌の編集は、編集委員会が行う。編集委員は、理事会において選出する。  

6.（掲載）原稿の掲載は、審査結果に基づき編集委員会が決定する。       

7.（事務局）編集委員会事務局は編集委員会委員長の所属機関におく。      

8.（著作権）本誌に掲載された著作物の著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属する。 

 

機関誌「北海道社会福祉研究」投稿規程 

1．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員

登録を申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。 

2．論文、調査報告、実践報告、資料解題は、原則として本会会員による自由投稿とする。 

3．投稿する原稿は未発表のものに限る。日本社会福祉学会研究倫理指針「F二重投稿・多重

投稿」を参照し、同じデータ・事例・資料等に基づいて投稿者及びそのグループが執筆し

た別の論文・報告書等（共同執筆も含む）があれば、投稿時に添付すること。なお、添付

する資料には、既発表論文・報告書等のみならず、現在査読中であるものも含む。 

4．投稿原稿は、１編ごとに独立、完結したものと扱い、審査過程に挙げる。したがって、表

題に「上、下」「1報、2報」「Ⅰ、Ⅱ」等をつけない。 

5．投稿の締切りは、3月、7月、11月末日の年3回とする。 

6．原稿はPDFファイルの形式で作成し、北海道社会福祉学会機関誌編集委員会事務局宛てに

エントリーフォームで提出する。 

7．投稿論文掲載の可否は、一般社団法人日本社会福祉学会「社会福祉学」における「投稿受

領から掲載までのフローチャート」に準じる審査の上、編集委員会が決定する。 

8．投稿された原稿は2年間保存のうえ、廃棄する。 

9．投稿論文の審査結果に不満がある場合には、文書にて編集委員会に申し立てることができ

る。また、編集委員会の対応に不服がある場合には、北海道社会福祉学会理事会に不服を

申し立てることができる。 

10．研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載については

編集委員会が依頼を行う。 

11．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。 

12．なお採用された投稿論文は電子化のうえ北海道社会福祉学会HPへWEB登録される。ま

た、J-STAGEでの閲覧が可能となる。その著作権は一般社団法人日本社会福祉学会に帰属
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する。 

13．本規程の改廃は、編集委員会で検討し、理事会の承認を経て行う。 

（附則） 

1．本規程は、2009 年 2 月 28 日より施行する。 

2．本規程は、2013 年 4 月 1 日より施行する。 

3．本規程は、2017 年 4 月 1 日より施行する。 

4．本規程は、2020 年 12 月 10 日より施行する。 
5．本規程は、2024年4月1日より施行する。 

6．本規程は、2024年10月1日より施行する。 

 

 

機関誌「北海道社会福祉研究」執筆要領 

 

1．共同研究者も含め、投稿者は北海道社会福祉学会会員であること、または、学会への会員

登録を申請中であること。ただし、機関誌への掲載は、学会入会承認後であることとする。 
2．本誌には、論文、調査報告、実践報告、資料解題、研究動向、書評などの欄を設けるが、

原則として研究動向及び書評以外は本会会員による自由投稿とする 
3．投稿する原稿は、未発表のものに限る。もし同じデータ、事例、資料等に基づいて投稿者

が執筆した別の論文、報告書等（共同執筆を含む）があれば、投稿時に添付すること。ま

た、投稿原稿は、1回ごとに独立・完結したものとして扱い査読を行うので、表題に「上、

下」「1報、2報」「Ⅰ、Ⅱ」等をつけない。 
4．投稿原稿は、図表・注・引用文献を含めて２万字（400字詰原稿用紙換算で50枚）以内と

し、図表は１点につき600字換算とし、図表込みで２万字以内を厳守すること。ただし１頁

全体を使用する図表については1600字換算とする。 
5．投稿の締切りは、3月、7月、11月末とし、末日消印有効とする。 
6．投稿論文掲載の可 否は、編集委員会による審査の上、投稿者に結果が通知される。 
7．投稿する原稿の執筆にあたって 
・原則としてパソコンで作成し、縦置A4横書きで、1600字（40字×40行）とする。 
・投稿に際しては、原稿に2枚の表紙をつけ、本文にはタイトル（英文タイトル併記）のみを

記載し、所属、氏名、会員番号を記載しないこと。 
・表紙の1枚目には、①タイトル、②原稿の種類、③所属、氏名（連名の場合は全員）、④連

絡先を記入する。また、原稿の種類は①論文、②調査報告、③実践報告、④資料解題から

選択する。 
・表紙の2枚目には、和文抄録（400字以内）とキーワード（5語以内）を記載する（無記名） 
・図表は順に番号をうち、仕上がり寸法で「本文」ファイル末尾に記載する。本文中には挿

入箇所を指示すること。 
8．原稿はPDFファイルの形式で作成し、北海道社会福祉学会機関誌編集委員会事務局宛てに

エントリーフォームで提出する。エントリーフォーム送信後、1週間を経過しても受領通知

が届かない場合には、事務局に連絡すること。 
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9．文章の形式は、口語体、常用漢字を用いた新かなづかいを原則とする。注や文献引用の記

述形式は、「日本社会福祉学会機関誌『社会福祉学』投稿規定〔引用法〕」によるものと

する。 
10．投稿原稿に利用したデータや事例について、研究倫理上必要な手続きを経ていることを

本文または注に明記すること。 
11．投稿論文の査読は、著者名等を匿名にて行っているため、文献等の標記の際には、本人

の著であっても「著者」「拙稿」とはせず、筆者名による表記とする。また、査読に対す

る回答の必要がある場合は編集委員会宛てにこれを行う。 
12．国内外の研究動向欄は、社会福祉に関連する研究動向のレビュー・紹介にあて、掲載に

ついては編集委員会が依頼を行う。 
13．書評欄は、国内外の社会福祉研究に関する批評にあて、その依頼は編集委員会が行う。 
（附則） 
1．本要領は、2017 年 4 月 1 日より施行する。 
2．本要領は、2024 年 4 月 1 日より施行する。 
3．本要領は、2024 年 10 月 1 日より施行する。 
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